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帥
戸
法
学
憎
晶

第
四
六
「
齢
層
一
戸
時

円
九
九
六
年
-
二
月

九ニ四年米国務震抽の成遭遇耀 r埴原.筒」と「排日移庫融」

九
二
四
年
米
国
移
民
法
の
成
立
過
程

ー

l
寸
埴
原
書
簡
」

と

「
排
日
移
民
法
し
|
|蓑

原

俊

洋

は
じ
め
に

て
下
院
に
お
防
る
1

排
目
尋
民
法
」
の
審
議
過
程

三
、
上
院
に
お
付
る
「
排
日
移
民
法
L

の
審
議
過
程

三
、
寸
排
日
移
民
法
L

の
成
立

l
ー
そ
の
園
内
政
治
的
要
因

l
l

お
わ
り
に

は
じ
め
巳

'" 

2
 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
の
『
学
童
隔
離
事
件
」
か
ら
約
三
十
年
冊
、
ひ
た
す
ら
日
本
人
移
民
の
排
斥
に
努
め
て
き
た
排
日
諸
勢
力
区

と
っ
て
、
「
一
九
ニ
四
年
』
は
輝
か
し
い
年
で
あ
っ
た
。
「
私
の
今
ま
で
の
努
力
は
報
わ
れ
た
。
ジ
ヤ
ツ
プ
ス
は
潰
走
せ
し
め
ら
れ
た
L

と
い
う
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
選
出
フ
ィ

l
ラ
ン

G
E
E
ロ
ヨ
邑
自
〉
一
克
連
邦
上
院
議
員
の
発
言
が
端
的
に
示
一
す
通
り
、
彼
ら
の

念
顕
で
あ
っ
た
日
本
人
移
民
の
完
全
な
事
序
が
、
ご
の
年
の
連
邦
議
会
に
お
砂
る
「
一
九
二
四
年
米
国
移
民
法
L

(

以
下
、
「
排
日
移
民



，~ 

法』
L
c
史
料
)
の
成
立
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
・
こ
れ
に
伴
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
じ
ま
り
、
全
国
的
に
展
開
さ

れ
て
い
っ
た
排
日
運
動
も
、
よ
う
や
く
そ
の
幕
を
閉
む
た
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
画
期
的
な
意
味
を
も
っ
「
排
日
移
民
法
L

の
成
立

Z
 

ほ
、
歴
史
家
グ
ニ
エ
ル
ズ
の
言
葉
を
借
り
る
と
正
に
、
守
ア
メ
リ
カ
成
功
物
語
m

」
(hvEE冊
目
自
国

E
E
h
m悶
g
q
v
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
「
排
日
移
民
法
L

の
成
立
過
程
を
、
主
と
し
て
米
国
の
圏
内
政
治
的
文
匝
か
ら
考
察
し
、
従
来
の
歴
史
的
解
釈
に
よ

っ
て
説
明
し
き
れ
な
か
っ
た
歴
史
的
出
来
事
を
、
理
解
可
能
に
す
る
た
め
の
新
た
な
見
解
を
示
す
こ
と
に
あ
る
.
『
排
日
務
良
法
」
に
よ

っ
J
L
、
日
本
と
日
本
人
そ
し
て
日
米
関
揺
は
深
い
傷
を
負
っ
た
。
そ
の
1

結
果
の
慶
大
さ
」
ゆ
え
に
、
多
く
の
研
究
は
、
米
国
議
会

の
決
定
と
行
政
府
の
そ
れ
へ
の
追
随
が
対
日
関
係
の
文
脈
で
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
は
こ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
以
下
に
字
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
側
面
は
存
在
し
た
。
し
か
し
、
カ
リ
フ
本
ル
ニ
ア

州
の
よ
う
な
地
方
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
連
邦
議
会
に
と
っ
て
対
日
関
係
な
ど
は
多
く
の
案
件
の
な
か
で
=
義
的
重
要
性
し
か
持
た
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
〈
と
も
、
園
内
政
治
に
お
り
る
大
続
編
選
挙
や
共
和
党
の
分
裂
問
題
、
あ
る
い
は
政
治
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ

る
政
治
の
浮
沈
と
い
っ
た
、
政
治
家
と
政
治
勢
カ
に
と
っ
て
の
死
活
の
重
大
事
に
比
べ
れ
ば
、
対
日
関
係
な
ど
は
周
辺
的
問
題
に
過
ぎ

ず
、
重
大
事
を
処
理
す
る
た
め
の
一
コ
マ
と
し
て
活
用
し
て
き
し
っ
か
え
の
な
い
程
度
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ジ
A

国
寝
吋
喝
の
戸
。
仏
向
。
)

外
交
委
員
長
と
上
院
が
、
日
本
大
使
の
書
面
の
1

重
大
な
る
結
果
L
G
a
s
n
R
g
o
n
g
R
R
g
)
と
い
う
言
葉
を
米
薗
へ
の
威
嚇
で
あ
る

と
本
気
で
信
じ
て
あ
の
法
案
を
還
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
そ
う
は
考
え
な
い
。
そ
れ
尚
昆
ゆ
と
し
て
、
園
内
政
治
上
の
必
要
を

満
た
す
た
め
の
計
算
さ
れ
た
言
桑
と
行
動
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。
本
題
に
担
保
入
り
す
る
前
に
、
「
排
日
移

民
法
」
成
立
の
舞
台
と
な
っ
た
一
九
二
周
年
の
第
六
八
議
会

C
h
u
-
=

亘
書
が
、
何
故
、
移
民
問
題
に
関
わ
り
、
移
民
法
を
審
議
す
る

に
至
っ
た
か
、
そ
の
過
程
を
見
て
お
〈
必
量
が
あ
ろ
う
。

一
九
二
一
一
年
五
月
一
一
自
に
、
園
ご
と
に
割
当
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
移
民
の
流
入
を
制
限
す
る
こ
と
を
試
み
た

J
九
二
一

宣

【

6
}

年
米
国
移
民
法
」
の
有
効
期
限
が
二
年
間
延
長
さ
れ
た
。
そ
の
と
左
は
、
同
法
が
一
九
二
四
年
六
月
末
日
に
失
効
す
る
こ
L

乙
を
意
味
す

四官事維学法戸神
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る
。
そ
れ
ゆ
え
、
翌
年
の
第
六
八
連
邦
議
会
に
と
っ
て
、
恒
久
的
主
移
民
法
案
を
つ
く
る
こ
と
が
重
大
な
責
務
と
な
っ
た
。
当
然
な
が

ら、
}

I

岳
=
ニ
年
二
一
月
三
日
の
開
会
と
同
時
に
、
多
数
の
移
民
法
案
が
連
邦
両
院
に
拠
出
さ
れ
た
e

し
か
し
、
恒
久
的
な
移
民
法
を

め
ぐ
る
儀
会
審
議
は
、
最
初
か
ら
紛
糾
す
る
と
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
コ

九
二
一
年
米
国
移
民
法
」
で
定
め
ら
れ
た
、
-
九
一

O
年
の
国
努
調
査
に
基
づ
〈
「
出
身
国
別
移
民
割
当
制
度
L

(

以
下
、
「
割
当
制
度
」

主

と
略
記
)
の
下
で
、
南
・
東
欧
系
の
『
新
移
民
」
(
話
4
2
E自】個
gMMけ
)
の
入
園
が
充
分
に
減
少
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
離
員
の
聞
で

意
見
が
分
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
前
年
の
中
間
選
挙
で
共
和
党
が
犬
敗
北
を
喫
し
、
連
邦
下
院
議
会
に
お
い
て
、
移
民
創
限

一旦

を
要
求
す
る
民
主
党
が
犠
席
数
を
大
幅
に
増
や
し
た
こ
と
で
あ
る
。
新
移
民
が
多
く
居
住
す
る
北
東
部
の
大
都
市
に
努
力
を
持
つ
共
和

党
に
対
し
て
、
新
移
民
が
比
骸
的
少
な
い
南
部
館
州
に
勢
力
基
盤
が
集
中
す
る
民
主
党
は
、
新
移
民
が
ア
メ
リ
カ
化

E
5
2
S旨
S

E
ロ
)
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
規
制
を
強
〈
主
張
し
て
き
た
白
そ
の
よ
、
多
く
の
民
主
党
議
員
は
、
新
移
民
の
入
園
を
規
制

す
る
目
的
で
施
存
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
ー
一
九
一
二
年
米
国
移
民
法
」
が
、
当
初
予
想
き
れ
た
ほ
ど
新
移
民
の
数
を
撮
ら
さ
な
か
っ

た
左
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
主
党
議
貰
の
多
く
は
、
連
邦
議
会
に
民
主
党
勢
力
の
抵
大
し
た
今
こ
そ
が
、
新
移
民

の
厳
し
い
制
限
を
米
国
移
民
政
策
の
基
本
方
針
と
す
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
る
と
捉
え
た
。
な
か
で
も
一
部
の
過
激
派
民
主
党
議
員

は
、
割
当
制
度
そ
の
も
の
を
廃
比
し
、
一
定
期
間
金
王
の
移
民
を
禁
止
す
る
こ
と
が
移
民
問
題
を
解
決
す
る
唯
-
の
策
で
あ
る
と
強
弁

し
て
、
『
移
民
停
止
法
案
二

2
5
Z
E
B
u
i
z
J議
会
に
告
し
て
い
問
。

き
て
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
お
げ
る
こ
の
動
き
に
ど
う
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
a

日
本
政
府
健
、
当
初
か
ら
移
民
問
題
は
、
米
国
の

1

圏
内
同
建
し
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
白
原
則
的
に
は
、
米
国
政
府
に
は
移
民
を
規
制
し
、
排
斥
す
る
独
立
国
家
と
し
て
の
権
利

が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
た
だ
、
百
本
政
府
が
固
執
し
た
の
は
、
排
斥
す
る
に
し
て
も
、
他
国
の
「
国
家
的
体
面
し
を
考
慮
し
、
-
遠

の
方
針
を
平
等
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
人
移
民
が
排
売
さ
れ
た
し
と
し
て
も
、
そ
れ
が
他
国
と
同

等
な
扱
い
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
え
て
異
議
は
唱
え
な
い
と
い
う
の
が
、
日
本
政
府
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
政

5日



副

8
 

府
に
左
つ
て
の
移
民
問
題
は
、
道
理
と
名
誉
の
問
題
で
あ
っ
た
・
そ
の
た
め
、
全
て
の
国
か
ら
の
移
民
を
平
等
に
中
止
す
る
『
移
民
停

止
法
案
L

が
、
も
し
連
邦
警
李
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
白
本
政
府
は
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
色
の
ろ
う
。
だ
と

す
れ
ば
、
1

排
日
移
民
法
L

を
め
マ
る
日
米
の
対
立
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
米
関
係
も
違
っ
た
展
開
を
見
せ
て
い
た
か
も
し
れ

t
、a

・

右
iu

能 X札、1

連
邦
議
会
で
は
そ
の
他
に
も
、
現
存
の
「
一
九
二
一
年
米
国
移
民
法
」
に
若
干
の
修
正
を
施
し
、
移
民
に
対
す
る
規
制
を
よ
り
厳
し

く
す
る
修
正
案
が
多
数
提
出
さ
れ
て
い
た
.
こ
れ
ら
修
E
案
の
多
く
は
、
夢
毎
日
法
で
は
割
当
制
度
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
た
西
半
球
(
ア

メ
リ
カ
大
陸
)
か
ら
の
移
民
や
子
供
・
年
寄
り
な
ど
に
も
割
当
を
租
隠
し
た
り
、
割
当
基
準
の
国
勢
調
査
を
-
九
一

O
年
か
ら
一
八
九

O

年
に
変
更
す
る
な
ど
の
内
容
で
あ
っ
問
。
そ
れ
は
新
移
民
を
制
限
す
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
-
九
一

O
年
の

国
勢
調
査
を
使
阿
す
る
と
、
旧
移
民
と
新
移
民
の
割
当
比
率
が
五
五
対
四
五
に
な
る
の
に
対
し
、
一
八
九

O
年
の
関
害
調
査
で
は
、
こ

B
 

の
割
当
比
率
が
八
七
対
一
三
一
と
な
り
、
新
移
民
に
と
っ
て
著
し
く
不
利

ιな
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
移
民
法
案
の
な
か
で
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
選
出
の
民
主
党
予
院
議
員
ジ
ョ
ン
ソ
ン
(
〉
安
註
同
豊
百
三
、
カ
リ
フ
定
ル
一
一

ア
州
選
出
の
民
主
党
下
院
議
員
レ
イ
カ

G
O宮
開
問
細
目
《
脅
)
、
そ
し
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
選
出
の
共
和
党
上
院
議
員
ロ
ッ
ジ
の

8
 

=
一
人
の
法
案

ιは
、
「
帰
化
資
格
の
な
い
者
(
司
自
自
語

SF-EORUSEU)
の
入
国
は
認
め
な
い
」
と
い
う
条
項
が
含
ま
れ

て
い
目
。
こ
の
条
項
の
目
的
は
、
東
洋
人
で
唯
-
い
ま
だ
米
軍
の
移
民
法
に
よ
っ
て
排
元
の
対
象
し
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
日
本
人
移
民

を
排
斥
す
る
こ
と
に
あ
っ
問
。
こ
の
法
案
に
用
い
ら
れ
た
寸
帰
化
資
格
の
な
い
者
L

と
い
う
字
句
は
、
一
九
一
一
一
一
年
二
月
一
三
自
の

よ
カ
オ
・
オ
ザ
ワ
対
合
衆
国
L

弓
a
s
p
a
s
-
E智
氏
聖
書
)
に
対
す
る
連
邦
録
高
教
の
判
決
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ

2
 
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
日
本
人
移
民
は
帰
化
権
の
な
い
外
国
人
で
あ
る
こ
と
が
は
じ
め
て
確
定
し
、
と
れ
に
よ
り
、
日
本
人
移
民

を
直
接
名
指
し
し
な
く
て
も
、
こ
の
法
徳
用
請
を
用
い
て
彼
ら
を
排
斥
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
『
排
日
条
項
し
を
含
ん
だ
移
民
法
案
は
こ
れ
ま
で
に
鍛
度
か
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
白
米
関
係
に

雑学詮戸伸
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暗
雲
が
立
ち
篭
め
、
反
日
感
情
説
一
時
的
に
沸
騰
し
た
パ
リ
平
和
会
議
直
後
で
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
移
民
法
案
が
成
立
に
至
る
こ
と

は
な
か
っ
た
a

言
い
か
え
れ
ほ
、
日
米
関
係
が
悪
化
し
た
時
期
を
含
め
て
、
臼
本
人
移
民
の
入
国
は
途
絶
え
る
之
と
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
・
そ
れ
に
比
べ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
二
九
二
一
年
一
-
月
一
-
一
日
か
ら
一
九
ニ
二
年
一
一
月
六
日
ま
で
開
催
)
後
の
時
代
に
は
、

回
米
聞
の
緊
奮
な
遁
頭
金
融
関
訴
に
裏
付
砂
ら
れ
た
『
原
幣
辰
路
線
』
、
お
よ
び
「
ヒ
ユ
ズ
・
マ
ク
マ
レ
l
路
線
L

に
基
づ
く
外

2
 

交
上
の
協
調
関
係
『
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
し
!
ー
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
全
般
的
に
日
米
関
係
は
安
定
し
て
い
刷
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
で
の
協
調
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
一
九
二
四
年
に
、
『
排
日
移
民
法
」
が

成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
a

従
来
の
歴
史
解
釈
で
は
、
ロ
ッ
ジ
上
院
繍
買
が
、
埴
原
正
直
駐
米
大
使
の
抗
議
書
(
遁
称
、
-
埴
原
書
簡
L
)

の
末
尾
に
あ
っ
た
「
重
大
な
る
結
果
」
と
い
う
字
句
を
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
「
隠
議
さ
れ
た
骨
迫
L

守

E-E昏
吋

E
乙
で
あ
る
と
議
会

に
訴
え
、
そ
れ
に
他
の
議
員
が
今
ま
で
の
態
度
を
翻
し
て
同
調
し
た
結
果
、
「
排
日
移
民
法
」
が
可
決
き
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

当
時
、
上
院
で
は
排
日
条
項
を
事
実
上
、
骨
抜
き
に
す
る
修
主
家
が
可
決
さ
れ
る
と
と
が
ほ
ぽ
確
実
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
.
そ
の

態
度
の
豹
変
を
、
全
体
的
に
穏
や
か
に
書
か
れ
て
い
た
一
還
の
抗
議
書
に
帰
す
こ
と
は
妥
当
な
と
と
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
従
来
ほ

と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
米
国
内
の
政
治
的
状
況
に
着
目
し
、
よ
り
説
得
的
な
曜
日
移
民
法
」
の
堕
一
品
程
皇
蓄
を
提
示

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

5弱

て
下
院
に
お
け
る
「
綱
目
移
民
法
』
の

'
S温
程

一
九
二
三
年
一
二
月
五
日
に
連
邦
干
院
に
提
出
さ
れ
た
移
民
法
案
の
多
く
は
、
直
ち
に
下
院
移
民
帰
化
委
員
会
(
図
。
E
Z回
目
荷
Z
1

5
1
5
Z包
E
S
E
R
E
-語
色
に
付
託
さ
れ
た
。
問
委
星
在
、
下
院
で
の
審
議
で
取
り
上
げ
る
移
民
法
案
骨
量
定
す
る

た
め
の
協
議
に
入
っ
た
。
こ
の
段
階
で
の
移
民
帰
化
委
員
会
で
の
議
請
の
焦
点
鼠
、
新
移
民
法
案
に
用
い
る
銅
当
制
度
の
基
準
に
、

九

-
O
年
、
あ
る
い
は
一
八
九

O年
の
い
ず
れ
の
園
勢
爾
査
を
使
用
す
る
か
で
あ
っ
た
。



間

前
半
の
中
間
選
挙
で
、
移
民
帰
化
委
員
会
の
構
成
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
た
。
兼
ね
て
か
ら
新
移
民
の
規
制
、
お
よ
び
日
本
人
移

民
の
排
斥
を
£
耐
え
て
い
た
委
員
長
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
は
じ
め
と
し
て
、
新
移
民
に
対
す
る
厳
し
い
規
制
を
求
め
る
太
平
洋
沿
岸
諸
州
か

冨

ら
の
委
員
が
回
名
に
増
え
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
カ
リ
ア
才
ル
ニ
ア
州
選
出
の
民
主
党
議
員
レ
イ
岩
l
と
共
和
党
檎
貨
フ
リ

1
E詳
宮
崎

B
 

声
明
足
止
は
、
特
に
強
硬
な
排
日
輪
者
で
あ
っ
た
・
さ
ら
に
、
移
民
問
題
花
関
し
て
、
太
平
洋
沿
岸
諸
州
の
委
員
の
考
え
に
同
調
す
る

8
 

荷
爺
諸
州
か
ら
の
委
員
が
六
名
も
い
た
@
こ
れ
に
対
し
、
一
九
一

O
年
の
国
勢
調
査
を
引
き
続
き
採
用
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
委
員
は
、

自
ら
も
移
民
で
あ
っ
た
イ
リ
ノ
イ
州
選
出
の
共
和
党
議
員
ザ
ヴ
ァ
ス

ll" 

を
筆
頭
に
、

民
主
党
麟
員
ヲ
イ
グ
ク
ス
タ
イ
ン

(ω白
星

ω
=
Z
E
R語
て
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
選
出
の
共
和
党
議
直
ベ
ー
コ
ン

8
 

の
一
二
名
し
か
い
一
安
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
携
燥
の
も
と
で
は
、
一
八
九
O
年
の
国
勢
調
査
を
用
い
る
こ
と
を
強
硬
に
主
張
す
る

(
〉
品
。

-vhZ】

ω島
民
巴

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
選
出
の

(pkuσα

ユF

書志

E 

雑

多
数
意
見
を
抑
え
る
こ
と
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
。

ど
の
国
勢
調
査
を
周
い
る
か
と
い
う
議
議
と
は
対
照
的
に
、
目
本
人
移
民
問
題
に
関
す
る
各
委
員
の
意
見
は
一
致
し
て
お
り
、
議
論

一
八
九

O
牢
の
国
努
調
査
を
用
い
る
と
と
に
反
対
し
た
前
述
の

学法

に
す
ら
な
ら
な
か
っ
た
。
新
移
民
に
不
利
に
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

三
人
の
委
員
も
、
日
本
人
移
民
の
持
斥
に
闘
し
て
は
肯
定
的
で
あ
っ
た
。
南
訴
の
議
員
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
と
っ
て
の
排
日
問

題
は
、
南
部
の
黒
人
問
題
L
ζ

同
じ
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
、
日
本
人
移
民
を
排
斥
す
る
と
し
乙
に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。

下
院
は
伝
統
的
に
園
際
欄
関
係
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
も
移
民
帰
化
委
員
会
は
、
日
本
人
移
民
を
緋
持
す
る
こ
と
が
回

米
関
係
に
及
ぽ
す
で
あ
ろ
う
影
響
を
金
〈
考
慮
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
移
民
帰
化
委
員
会
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
排
白
移
民
法
案
が
下
院
に
提
出
さ
れ
る
の
は
必
歪
で
あ
っ
た
:
ア
メ
リ
カ
在
郷
軍
人
会
」

E
S
E
S
Z告
皇
、
ー
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
労
働
逮

ARL(E民
。
喜
一
一
陶
印
官
官
出
火
即
日
広

E
a円
mvR〉
、
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
農
業
連
f

合

L(E-EgEmw見聞

の
E高
市
)
、
お
よ
び
『
輝
し
き
西
部
の
息
子
た
ち
」

{ZE3ω
。
言
。
ご
影
。
三
一
色
宮
司
宮
仲
)
の
四
団
体
で
結
成
さ
れ
た
『
カ
り
フ

ー
ニ
ア
合
同
移
民
安
里
笠

L
(
E
5
2
H
m
E
E
E長
E
S
E
E
E
E
(以
下
、
曜
日
移
民
委
員
会

Lと
略
記
)
の
幹
部

戸神



一九二四年米国穆畏法の成立過程一「埴原書簡jと「緋目移民法」

ら
も
、
と
の
見
通
し
を
前
提
に
下
院
に
つ
い
て
は
楽
観
し
、
『
排
日
移
民
法
L

の
雛
航
が
予
想
さ
れ
た
よ
院
に
お
い
て
、

積
極
的
に
展
開
す
る
方
針
を
固
め
て
い
た
。

日
本
政
府
も
早
い
段
階
か
ら
事
館
を
菱
自
廊
し
て
い
た
。
す
で
w
k
植
原
正
直
駐
米
大
艇
は
、
移
民
法
案
が
移
民
帰
化
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
八
日
後
の
一
三
月
一
三
自
に
、
ヒ
ュ
ー
ズ
(
の
帰
関
】
2
肘
阿
白
巴
切
)
園
務
長
官
と
面
会
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
下
駐
移
民
委

員
会
に
提
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
移
民
制
限
法
案
は
、
「
一
九
一
-
年
日
米
通
商
航
海
条
約
」
、
お
よ
び
「
日
米
練
士
協
定
」
の
糠
解
に

2
 

矛
盾
す
る
旨
を
指
摘
し
、
ヒ
ュ
ー
ズ
の
理
解
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
同
属
を
捗
討
し
、
1

事
の
推
事
を
観
望
」
す
る

8
 

た
め
、
多
少
の
時
聞
を
要
す
る
と
埴
属
大
使
に
伝
え
、
即
座
に
協
カ
を
め
策
す
る
と
と
を
遊
砂
た
。
埴
原
大
使
は
、
翌
一
九
二
四
年
の

-
月
一
五
回
に
、
ヒ

z
lズ
か
ら
の
回
答
を
受
砂
取
る
た
め
に
再
ぴ
国
務
省
へ
足
を
還
ぴ
、
二
回
目
の
面
較
を
行
っ
た
。
こ
の
時
に
埴

8
 

原
大
使
は
、
一
月
一
目
付
の
伊
集
院
彦
吉
外
務
大
臣
の
訓
令
に
基
づ
き
、
臼
本
人
移
民
の
排
斥
条
項
を
含
む
移
民
法
案
は
、
「
専
断
不
当
L

若

な
差
別
待
遇
で
あ
る
と
記
し
た
日
本
政
府
の
覚
書
を
ヒ
ュ
ー
ズ
に
手
渡
し
た
。
し
か
し
、
米
国
政
府
に
「
考
慮
を
切
望
す
る
」
檀
原
大

使
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
今
す
よ
議
会
に
迫
る
よ
り
も
、
し
ば
ら
く
事
態
を
見
守
る
ほ
う
が
賢
明
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

政
府
は
、
こ
の
時
点
で
も
連
邦
蟻
会
に
介
入
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
品
。

ae 

投
票
の
結
果
、
一
四
対
三
で
移
民
帰
化
委
員
会
が
最
終
的
に
採
択
し
た
法
案
は
、
委
員
長
が
自
ら
起
草
し
た
「
ジ
冒
ン
ソ
ン
法
案
」

c。
官

8白

E】
)
で
あ
っ
国
白
こ
の
法
案
は
、
第
六
七
論
会
(
一
九
一
一
一
一
室
き
の
閉
会
直
前
忙
ジ
ョ
ン
ツ
ン
が
提
出
し
た
法
案
と
金
く

同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
は
審
議
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
国
蔵
会
閉
会
と
と
も
に
自
然
消
滅
し
て
い
た
B

し
か
し
、

今
回
は
験
会
開
会
と
同
時
に
提
出
さ
れ
た
た
め
、
前
回
の
よ
う
に
時
間
切
れ
で
消
滅
す
る
恐
れ
は
な
か
っ
た
B

「
ジ
ョ
ン
ツ
ン
法
案
」
は
、

割
当
制
度
を
継
続
し
つ
つ
、
-
九
一

O
年
の
国
勢
調
査
に
代
え
て
、
一
八
九
O
年
の
国
勢
調
査
を
周
い
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
さ

ら
に
、
施
行
中
の
「
一
九
一
一
一
一
年
米
国
移
民
法
」
に
規
怠
さ
れ
て
い
た
三
%
と
い
う
各
国
へ
の
移
民
割
当
率
を
、
二
%
に
ニ

O
O人
を

加
え
た
数
に
減
ら
す
修
正
(
第
十
条
例
項
)
を
も
含
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
民
主
党
議
員
が
望
ん
で
い
た
新
移
民
へ
の
厳

ロピ
l
活
動
を

'" 



間

し
い
規
制
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
診
畏
法
案
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
米
国
か
ら
の
排
斥

L
S
E量一
S

E
苦
手
布
巴
言

g
a
ω
g
g
ω
)
ー
と
い
う
項
目
に
、
「
帰
化
資
格
の
な
い
移
民
L(PEEL肉
S
R
E
H
色

m
E
F
m
g
a出
Nm昌
弘
μ

召
)
と
い
う

一
句
を
街
入
し
、
帰
化
資
格
の
な
い
者
の
入
園
を
認
め
な
い
と
い
う
規
定
(
第
十
三
条
例
場
)
を
設
け
て
い
た
こ
ー
と
で
あ
る
。
「
帰
化
資

格
の
な
い
移
民
L

松
、
黄
色
人
種
}
般
広
該
当
す
る
字
句
で
は
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
米
国
の
移
民
法
に
よ
っ
て
未
だ
排
持
さ
れ

て
い
な
い
黄
色
人
鍾
は
、
日
本
人
移
民
だ
妙
で
あ
っ
た
た
め
、
と
れ
は
明
ら
か
に
日
本
人
を
名
指
し
す
る
こ
と
な
く
、
法
律
周
語
を
用

い
て
日
本
人
移
民
の
排
斥
を
規
定
す
る
排
日
移
民
法
案
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
a

移
民
帰
化
委
員
会
は
、
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
L

の
審
議
を
二
月
九
自
に
下
院
に
通
達
す
る
と
と
も
に
、
同
法
案
は
1

成
立
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
」
と
い
う
旨
を
記
し
た
報
告
書
も
同
時
に
提
出
し
た
。

ζ

の
報
告
書
は
、
画
家
同
一
位

L
Z
E自
5
3
0鳴
uEq)
也
管
保

g
 

つ
た
め
に
も
、
容
易
に
周
化
し
な
い
新
移
民
の
入
国
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

8
 

一
八
九
O
年
の
『
北
欧
系
国
勢
爾
査
』

(
H
4
2
e
n
8毎
日
)
を
用
い
る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
断
じ
て
い
た
。
報
告
書
は
、
東
洋
人
移

Xlvr 誌線学法

民
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

戸神

寸
同
化
し
な
い
人
種
の
極
端
な
例
が
東
洋
人
移
民
で
あ
り
、
後
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
社
会
、
政
治
、
そ
し
て
経
済
に
と
っ
て
も
脅

威
と
な
り
か
ね
な
い
存
在
で
あ
担
。
そ
の
た
め
、
現
行
の
移
民
訟
に
よ
っ
て
す
で
に
俳
托
さ
れ
て
い
る
東
洋
人
移
民
だ
り
で
は

な
く
、
日
本
人
移
民
の
完
全
な
排
斥
も
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
近
の
帰
化
権
に
関
す
る
速
邦
里
高
裁
判
決
{
「
オ
ザ
ワ
対
合

衆
国
」
判
決
l
l
引
用
者
注
〕
と
移
民
政
策
を
、
相
矛
盾
し
な
い
も
の
し
と
し
て
全
て
の
東
洋
人
に
適
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

ζ
れ
は
明
ら
か
に
日
本
と
の
紳
士
協
定
〔
一
九
O
八
年
の
『
日
米
紳
士
協
定
L
l
l
引
用
者
逮
〕
に
背
長
す
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の

市
民
権
を
得
ら
れ
ず
、
か
っ
、
外
国
の
政
府
に
忠
誠
を
寄
っ
て
い
る
者
を
合
衆
園
に
入
国
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い

aoL



ち

史品
9替報

聖書
とで
のは

喜J
的リ
対フ

事Z

君L
所の

宮昔
周勢
題カ
なが
ど
にし
関ば
しし
てば
は日
金本
〈人

!? 
ての

む宮
カ，t 
つし
たて
e 挙

移げ
民て

i i 
会す
にな
とわ

一丸品四年米国島民法の成立当睡 「植原宿筒JI:C.俳日移民法」一

って、

そ
の
よ
う
な
「
実
害
L

は
さ
し
て
重
要
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
す
で
に
一
月
二
八
日
に
、
ジ
ョ
シ
ソ
ン
委
員
長
か
ら
「
ジ
Z

シ
ソ
ン
法
案
」
に
測
す
る
国
語
省
の
意
見
を
す

で
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
と
で
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
よ
う
や
く
二
月
八
日
に
な
っ
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
委
員
長
と
下
院
に
同
一
の
内
容
の
畏

き

文
の
回
答
を
送
り
、
次
の
三
つ
の
点
か
ら
ー
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
」
に
反
対
す
る
立
場
を
亘
式
に
表
明
し
た
@
第
-
に
、
日
本
人
移
民
の

邸9

完
全
な
排
斥
は
、
「
一
九
二
年
の
日
米
通
商
航
海
条
約
」
に
規
定
き
れ
で
い
る
『
入
国
L
L
C

「
居
住
L

の
自
由
に
抵
触
す
る
と
と
。
第

二
に
、
日
本
人
移
民
を
排
斥
す
れ
ば
、
日
本
政
府
は
そ
れ
を
国
噂
左
受
け
止
め
、
関
東
大
震
決
後
区
ア
メ
リ
カ
国
民
か
ら
日
本
に
寄
せ

ら
れ
た
善
量
ゃ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
日
米
友
好
関
係
が
閥
穫
し
か
ね
な
い
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、
日
本

人
移
民
の
入
国
が
、
現
時
点
で
『
日
米
紳
士
協
定
し
に
よ
っ
て
制
限
き
れ
て
い
る
以
上
、
「
排
日
条
項
」
そ
の
も
の
の
必
要
性
が
な
い
こ

と
を
説
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
の
見
解
で
俗
、
「
俳
日
条
項
」
が
な
〈
て
も
、
割
当
制
度
の
適
用
と
寸
白
米
紳
士
協
定
L

の
継
婦
に

よ
っ
て
、
毎
年
二
五
O
人
ほ
ど
の
日
本
人
移
民
し
か
ア
メ
リ
カ
花
入
国
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
は
実
質
的
に
排
斥
と
等
し
い
も
の

で
あ
っ
た
.
す
な
わ
ち
、
ヒ
立

1
ズ
の
主
張
は
、
削
当
制
度
の
遁
用
と

τ
白
米
紳
士
協
定
L

の
存
続
に
よ
る
、
「
三
重
の
規
制
L
A
a
S
E
O

B
R吋
己
)
に
よ
っ
て
、
目
本
政
府
の
面
子
を
保
ち
つ
つ
、
移
民
帰
化
委
員
会
の
目
揮
で
あ
っ
た
寸
鉾
呆
」
を
、
ほ
ぽ
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
e

週
常
の
理
解
に
反
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ズ
自
身
も
日
本
人
移
民
の
入
国
は
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
て
お
り
司

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
移
民
帰
化
委
員
会
と
の
聞
に
隔
た
り
は
き
し
て
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
も
、
人
種
問
題
に
つ
い
て

は
や
は
り
時
代
に
支
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
a

た
だ
、
ヒ
ュ
ー
ズ
と
移
民
帰
化
委
員
会
の
意
見
の
相
遣
は
、
日
米
関
係
を
岩
垂
す
る

か
苔
か
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
務
長
官
か
ら
同
法
案
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
書
簡
を
受
け
取
っ
た
下
院
は
、
直
ち
に
審
議
を
吾
、
最
終
的
に
ヒ
ュ
ー
ズ



瑚

の
抗
擦
に
配
慮
す
る
形
で
、
ー
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
』
を
移
民
温
洞
化
委
員
会
に
再
度
付
託
す
る
之
と
に
し
た
B

こ
れ
を
受
防
て
、
移
民
帰
化

委
員
会
は
、
早
速
ヒ
ュ
ー
ズ
に
指
摘
さ
れ
た
箇
所
の
修
正
に
取
り
か
か
っ
た
。
ま
ず
、
ヒ
ュ
ー
ズ
が
提
起
し
た
最
初
の
問
題
点
を
満
た

す
た
め
に
、
同
移
民
法
案
中
に
づ
適
用
除
外
の
外
国
人
工

2
3
R己
目
。

E
5
E
と
い
う
新
た
な
条
項
を
設
妙
、
次
の
字
句
を

加
え
た
。
「
穐
在
米
国
と
締
結
さ
れ
て
い
る
通
商
し
乙
磨
海
に
関
す
る
条
約
の
規
定
に
従
い
、
還
商
を
目
的
と
す
る
入
国
に
限
つ
て
は
、
そ

れ
を
認
め
一
組
』
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
る
日
本
人
移
民
の
寸
居
住
L

の
自
由
は
認
め
る
が
、
そ
れ
以
外
の
入
国
は
、

遺
商
に
関
す
る
範
圏
に
限
旦
認
め
、
さ
ら
に
、
1

居
住
L

も
商
売
に
よ
る
寸
長
期
滞
在
」
に
限
定
す
る
と
と
が
こ
の
条
項
の
狙
い
で
あ
っ

た
白
ヒ
ュ
ー
ズ
が
指
摘
し
た
他
の
点
に
関
し
て
も
、
移
民
帰
化
委
員
会
は
、
次
の
意
見
書
を
議
会
に
提
出
し
て
反
厳
し
た
。

UVl 髭縫

-
年
日
米
通
商
航
海
条
約
』
は
、
通
商
と
航
海
に
関
す
る
条
約
で
あ
る
・
も
し
、
そ
の
条
約
の
な
か
に
、
移
民
の
入

国
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
当
に
鱒
入
き
れ
た
も
の
で
あ
る
。
移
民
に
関
す
る
全
て
の
権
限
は
、

連
邦
議
会
に
の
み
廃
す
る
。
そ
の
た
め
、
限
っ
て
条
約
に
掃
入
き
れ
た
移
民
に
関
す
る
規
定
を
連
邦
鎗
会
が
矯
宣
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
行
動
に
対
し
て
だ
れ
も
反
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
a

『
日
米
締
士
協
定
』
も
公
式
文
書
で
は
な

く
、
単
に
一
九
O
七
年
か
ら
一
九
O
八
年
の
関
に
日
米
聞
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
非
公
式
な
覚
書
の
総
稀
で
あ
る
。
国
務
省
に
よ

れ
ば
、
米
国
の
移
民
に
関
す
る
条
約
は
、
一
八
八
口
一
年
と
-
九
O
四
年
に
糟
国
政
府
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
条
約
以
外
に
は
存

在
し
設
い
と
さ
れ
て
お
り
、
と
の
な
か
で
も
一
九
O
四
年
の
条
約
は
す
で
に
失
効
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
人
移
民
の
緋

斥
に
は
、
な
ん
ら
法
的
な
支
障
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
日
米
紳
士
協
定
』
で
は
、
本
来
米
圃
が
持
つ
べ
き
移
民

の
管
理
に
関
す
る
専
権
を
、
日
本
政
府
に
鎮
り
渡
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
移
民
が
日
本
国
政
府
の
発
行
し
た
旅
券
を
保
持
し

て
い
れ
ぽ
、
米
国
は
そ
の
者
の
入
国
を
指
吾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
s

そ
の
よ
、
『
白
米
紳
士
協
定
』
は
、
米
国
に
お
砂
る
日
本

人
移
民
の
数
を
増
や
さ
な
い
こ
と
を
自
前
と
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
元
大
統
領
と
カ
り
フ
オ
ル
ニ
ア
州
と
の
約
束
で
あ
っ
た
。

「
『
一
九
一

学法戸神



し
か
し
、
実
際
に
は
、
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日
本
人
移
民
の
数
は
増
え
て
お
り
、
同
協
定
が
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
『
日
米
紳
士
協
定
』
は
破
棄
さ
れ
る
て
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
移
民
帰
化
委
員
会
の
意
見
で
あ
る
。
:

日
本
人
移
民
に
割
当
を
与
え
れ
ば
、
そ
れ
怯
米
国
の
帰
化
法
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
き
ら
に
は
、
東
洋
人
移
民
の
な
か
か

ら
日
本
人
移
民
だ
り
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
他
の
ア
ジ
ア
人
種
に
と
っ

C
の
差
別
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
日

§
 

本
人
移
民
に
移
民
の
割
当
を
与
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
合
い
J

'" 

三

E
一
四
日
に
移
民
帰
化
委
員
会
は
、
寸
排
日
条
項
L

を
残
し
た
ま
ま
の
「
修
正
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
髄
」
を
下

院
に
侵
出
し
、
『
採
択
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
と
再
度
勧
告
す
る
意
見
書
を
添
え
問
。
移
民
帰
化
委
員
会
の
こ
の
態
度
は
、
明
ら
か
に
政

府
の
憲
向
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
連
邦
議
会
の
複
線
を
経
視
し
、
頻
繁
に
議
会
主
対
立
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
元
大
統

領
の
行
政
府
中
心
土
韮
へ
の
反
作
用
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
側
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
主
権
分
立
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
た

め
に
、
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
の
権
限
を
行
使
し
、
大
統
領
の
権
力
を
押
さ
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
歴
史
家
の
ポ
ー
ル
は
、
こ
れ
を
ー
ホ
ワ
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
に
対
す
る
連
邦
験
会
の
反
乱
L

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
目
。

ハ
デ
ィ
シ
グ
(
巧
図
司
自
の
閏
句
色
認
)
の
病
元
ご
九
二
三
年
八
月
二
旦
に
よ
っ
て
政
権
に
つ
い
た
ク
l
リ
ツ
ジ
〈

E}一言

。。。
-E曹
)
新
大
統
領
陰
、
不
幸
に
も
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
引
き
起
と
さ
れ
た
こ
の
深
刻
な
事
態
を
収
拾
で
き
る
ほ
ど
の
政
治
的
手
腕

8
 

の
持
ち
主
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ク
l
リ
ツ
ジ
大
続
編
だ
り
の
責
任
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
連
邦
議
会
と
の
衝
突
を
避

け
、
「
至
極
消
極
的
な
纏
匝
行
使
」
に
甘
ん
じ
て
い
た
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
前
大
統
領
の
路
線
を
継
い
だ
だ
砂
な
の
で
あ
説
。
さ
ら
に
、
ハ
ー

デ
ィ
ン
グ
政
権
内
の
三
つ
の
汚
破
事
件
(
チ
ャ
ル
ズ
・
フ
ォ

l
プ
ズ

(nEュa
司

R
g
m
)
事
件
、
ジ
ヱ
シ

l

ス
ミ
ス

Q
2
8

m
E吾
)
事
件
、
お
よ
び
テ
ィ
ー
ポ
ツ
↑
・
ド
ー
ム
(
吋

g
p混
む
9
言
。
)
油
田
疑
獄
)
が
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
死
後
、
次
々
と
発
覚
し

た
q

民
主
党
の
勢
力
が
大
幅
に
増
大
し
た
鶴
会
に
お
い
て
、
こ
れ
に
闘
す
る
事
実
究
明
が
臨
開
始
さ
れ
た
。
と
の
状
況
の
も
と
で
、
連
邦

と
の
重
見
書
と
と
も
に
、



~， 

機
会
に
対
す
る
ク
リ
ア
ジ
大
統
領
の
立
場
が
強
か
ろ
う
は
ず
が
な
か
っ
た
。
ク

1
リ
ヲ
ジ
に
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
k
っ
て
比
較
的
重

要
性
が
低
い
と
恩
わ
れ
た
日
本
人
移
民
問
題
を
め
ぐ
っ
て
連
邦
議
会
と
対
立
し
、
排
日
を
訴
え
て
い
た
西
部
諸
州
の
共
和
党
議
員
を
も

敵
に
回
す
気
は
毛
頭
な
か
っ
た
。
事
実
、
ク
l
リ
ッ
ジ
大
統
領
は
、
日
本
人
移
民
問
題
を
ヒ
ュ
ズ
圃
務
長
官
に
一
任
し
、
自
ら
は
最

後
ま
で
連
邦
議
会
に
介
入
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
結
局
、
ク
1
リ
ッ
ジ
が
し
た
こ
と
は
、
「
排
日
移
民
法
」
が
両
院
で
可
決
さ
れ
た

後
の
両
院
協
議
史
寓
で
法
案
の
執
行
日
の
延
長
k
い
う
試
み
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
法
の
成
立
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
介
入
か

8
 

ら
は
ほ
"
と
遣
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
1
リ
ッ
ジ
は
、
『
排
日
移
民
法
L

に
署
名
す
る
時
期
ま
マ
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
公
式
発
言
を
控

え
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
大
統
領
選
挙
の
年
に
政
治
的
爆
弾
に
な
り
か
ね
な
い
問
題
に
か
か
わ
り
た
く
な
か
っ
た
こ
と
が
貌
え
よ
う
.

本
橋
の
第
二
節
に
お
い
て
論
じ
る
よ
う
に
、
先
見
の
明
に
乏
し
か
っ
た
ク
リ
ッ
ジ
大
統
領
に
と
っ
て
、
日
米
関
係
よ
り
も
共
和
党
の

お
よ
び
圏
内
問
題
の
方
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
答
。

盟."誌雑

結
束

学

ク
l
り
ツ
ジ
政
権
全
体
が
「
排
日
移
b
民
法
」
に
対
し
て
一
枚
岩
的
に
反
対
し
て
い
た
と
解
き
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
か
な
り
意
見
が
分
裂
し
て
い
た
@
た
と
与
缶
、
-
九
二
三
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
に
デ
イ
ヴ
ィ
ス
ロ
ω旨
麗
』
巴
当
日
巴

労
働
長
官
は
、
労
働
省
が
起
草
し
た
移
民
法
試
案
を
下
陰
肝
移
民
備
化
委
員
会
に
送
付
し
て
い
る
。
そ
の
猷
案
に
は
、
日
本
人
移
民
に
関

し
て
、
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
し
と
周
じ
〈
「
帰
化
資
格
の
な
い
外
国
人
の
入
国
を
併
可
し
芯
い
」
(
第
十
三
条
刷
項
)
k
明
記
さ
れ
て
い

問
。
フ

l
パ

l

F
吉
見
。
間

E
E遥
商
畏
官
大
-
九
二
四
年
四
月
二

-
E
4日
移
民
法
』
に
関
し
て
友
人
に
次
の
よ

な
お
、

一
般
仁
、

権戸神

う
に
回
想
し
て
い
る
。

な汁
い8 長

J 告旨
学で
的見
事れ

実ぽ
之、
し日
て本
、人
Ifil移
を民
混の
ぜ完
あ全
わな
せ俳
る斥
こ tま
と

は宇
両日

E T 
にと
とア
つメ
てリ

li 
引と
閣の

省関

注号
不自
利.t

E手
る?
のす

11 



丸ニ四年米国移民法の成立i畳程 「塩原書簡』とr砂田移民法」

マ
ク
マ
レ

l
G
S
U
〈

〉

冨
mn
冨
E
H吋
旬
匂
)
国
務
省
極
東
部
長
は
、
ア
メ
り
カ
が
寸
力
の
お
ご
り
』
ゆ
え
に
、

関
東
大
震
災
で
痛
め
つ
砂
ら
れ
、
報
復
で
き
な
い
日
本
に
屈
辱
を
あ
た
え
、
日
本
人
の
吋
人
種
的
な
敵
織
、
む
を
挑
発
」
す
る
と
k
は
危

一“一

険
で
あ
る
と
脈
え
て
い
た
s

彼
は
、
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
た
B

と
れ
に
対
し
て
、

「
東
洋
の
人
々
が
、
我
が
西
洋
文
明
と
の
関
係
を
再
爾
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
重
大
な
転
機
に
、
新
穆
民
法
は
健
全
で
平

和
な
ア
ジ
ア
の
発
展
を
希
求
す
る
ア
メ
リ
カ
の
理
想
を
釘
ち
岨
嘱
し
て
し
ま
う
。
日
本
k
の
聞
に
、
も
し
恒
久
的
な
緊
張
関
併
を

つ
く
り
だ
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
結
果
は
現
時
点
で
我
々
が
予
測
し
う
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
ゆ
ゆ
し
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ

:
:
こ
の
立
法
の
置
接
的
な
問
題
点
や
現
在
の
窓
園
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
後
も
、
〔
「
排
日
移
民
法
L

の
l
l
引
用

者
法
〕
結
果
は
日
米
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
る
で
あ
ろ

H
J

う。

ク
ー
リ
ッ
ジ
大
統
領
自
身
が
、
「
詐
白
移
民
法
」
に
対
し
て
反
対
す
る
立
場
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
た
め
政
権
内
の
意
見
の
不
統
一

は
放
置
さ
れ
、
そ
れ
が
同
移
民
法
の
成
立
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
穆
貝
帰
化
委
員
会
の
意
見
書
と
は
対
照
的
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
砂
る
ほ
と
ん
ど
の
新
聞
論
調
除
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
の

意
見
を
支
持
し
て
お
り
、
「
二
五
O
入
、
と
い
う
教
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
」
と
し
て
、
日
本
人
移
民
の
緋
岸
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
て

一雪
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
意
見
が
、
『
プ
イ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
レ
グ
ャ
」
(
出
ま
古
島
町
宣
言

2
F
n
E
A町
互
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
a

す
な
わ
ち
、
守
日
本
人
移
民
問
題
に
関
し
て
、
議
議
す
る
余
地
は
あ
る
・
し
か
し
、
『
修
正
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
』
が
日
本
人

一一e

移
民
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
方
法
に
闘
し
て
は
、
謹
話
す
る
余
地
は
全
く
な
い
L

と
い
う
主
張
が
そ
れ
で
あ
る
。

ハ
l
ス
卜
系
紙
の
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
エ
ギ
ザ
ミ
ナ
1
』
(
佐
諸
匂
遺
蹟
耳
目
防
穏
当
S
側
、
)
や
、
『
排
日
移
民
委
員

~3 

も
ち
ろ
ん
、



拙

会
」
代
表
の
ミ
ク
ラ
ッ
チ

1
2
伊

豆

n
g
a
n
v之
が
編
集
蚕
を
務
め
る
『
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
ピ

l
』
吾

5
8喜
訟
を

P
S
な
ぜ
、

宣

伝
統
的
に
排
日
の
姿
勢
を
取
っ
て
き
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
諸
新
聞
は
、
国
務
長
官
の
見
解
に
反
対
す
る
記
事
を
一
斉
に
掲
載
し
た
。
「
ア

メ
リ
カ
入
、
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
人
に
な
れ
る
人
だ
け
の
た
め
の
ア
メ
り
カ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
『
日
米
紳
士
協
定
』
俗
、
ア
メ

§
 

リ
カ
の
名
誉
の
た
め
に
も
さ
っ
さ
と
破
饗
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
L

と
い
っ
た
感
情
的
な
論
慨
が
、
こ
の
方
面
で
は
あ
い
変
わ
ら
ず
繰
り

拙川

返
さ
れ
て
い
た
。

移
民
帰
化
委
員
会
が
、
『
修
E
ジ
ョ
シ
ソ
ン
法
案
L

を
下
院
紅
提
出
し
た
-
一
一
日
後
の
三
月
一
一
七
日
に
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
植
原
大

使
と
再
ぴ
面
談
し
、
下
院
に
お
い
て
「
排
日
移
民
法
」
の
成
立
は
免
れ
な
い
危
険
性
が
あ
る
旨
を
説
明
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ヒ

ュ
ー
ズ
は
「
日
米
紳
士
協
定
L

の
内
容
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
同
協
定
に
関
す
る
正
確
な
内
容
を
議
員
に
説
明
し
、
納
得
さ

一一週

せ
な
砂
れ
ば
、
上
院
で
も
不
利
な
形
勢
を
強
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
と
を
指
摘
し
た
a

さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
植
原
大
使
に
、
『
日

米
綿
土
協
定
」
の
内
容
、
お
よ
び
そ
の
協
定
を
日
本
政
府
は
忠
実
に
守
っ
て
い
る
旨
を
記
し
た
書
簡
を
国
務
長
官
宛
て
に
送
り
、
そ
れ

g
 

を
議
会
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
員
の
理
解
を
得
る
計
画
を
提
案
し
た
。
こ
れ
が
、
後
に
問
麹
と
な
る
、
か
の
有
名
な
『
埴
原
書

簡
」
の
発
端
で
あ
る
・

誌雑学法戸神

下
院
で
の
「
修
正
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
」
を
め
ぐ
る
審
議
は
、
四
月
回
目
か
ら
開
始
き
れ
た
。
ま
ず
、
ミ
シ
ガ
ン
州
選
出
の
ハ
ド
ソ
ン

(
の
だ
呈
富
国
邑
"
。
己
共
和
党
下
院
議
員
が
、
東
-
南
欧
と
東
洋
か
ら
の
「
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
移
民

L
f
U
S
E
S
-
o
E
Z

R
“
昆
m)

の
入
園
を
と
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
の
理
想
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
主
旨
の
基
調
演
説
を
行
う

と
と
に
よ
っ
て
、
審
贈
の
火
蚕
は
切
ら
れ
た
。
こ
の
演
説
の
目
的
は
、

1

新
移
民
」
と
「
日
本
人
移
民
」
を
分
け
て
扱
う
の
で
な
く
、
一

筆

つ
の
移
民
問
題
と
し
て
統
緒
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
人
移
員
を
響
斥
す
る
必
要
が

あ
る
と
感
じ
る
議
員
は
、
必
然
的
に
新
移
民
の
入
国
規
制
に
つ
い
て
も
必
要
k
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

下
院
で
の
審
議
は
当
初
は
ど
の
国
勢
調
査
を
周
い
る
か
に
集
中
し
、
日
本
人
移
昆
に
関
す
る
議
蛤
は
ほ
し
乙
ん
ど
持
ち
上
が
ら
主
か
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っ
た
a

移
民
委
員
長
の
ジ
ョ
シ
ソ
ン
で
さ
え
、
そ
の
演
説
の
な
か
で
、
一
八
九

O
年
の
国
勢
爾
査
を
使
用
す
る
意
義
を
中
心
に
論
じ
た
。

結
論
部
分
に
到
っ
て
補
足
的
に
、

1

百
本
人
移
民
問
題
は
も
う
解
決
さ
れ
て
お
り
、
議
論
す
べ
き
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
付
げ
加

8
 

え
た
後
、
「
日
本
人
移
民
の
排
斥
砿
ど
の
条
約
に
も
髭
触
し
な
い
』
と
述
べ
た
に
と
ど
ま
っ
た
.
し
か
し
、
と
の
流
れ
は
突
然
変
わ
っ
た
@

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
選
出
の
議
員
ら
は
、
『
東
部
誇
州
議
直
の
意
見
だ
砂
が
審
議
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
事
態
に
反
発
し
、
寸
太
平
洋
治

岸
諸
州
の
問
題
を
議
会
に
聞
h
て
も
ら
う
た
め
に
、
我
々
は
大
き
な
音
を
た
て
な
げ
れ
ば
い
砂
な
い
L

と
し
て
、
翌
日
の
望
安
審
議
の

8
 

焦
点
を
日
本
人
移
民
問
題
に
転
換
さ
せ
た
a

そ
の
過
程
で
、
日
本
人
移
民
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
平
和
的
侵
入
」
{
官
民
民
己

u
g
R
S

民
自
)
は
‘
日
本
の
「
範
囲
に
対
す
る
強
姦
」
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
た
内
容
の
ヲ
ャ
パ
ン
パ
ッ
シ
ン
グ
的
議
論
が
展
開
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
酷
。
こ
の
下
院
で
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
四
月
六
日
付
け
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』

E
S
F込
s
g
E
は、

{一5

1

移
良
法
は
下
院
で
は
間
違
い
な
く
通
過
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
内
容
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
同
時
に
、
日
本
の
各
薪
聞
も
、

ζ

の
頃
か
ら
次
第
に
排
日
移
民
訟
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
当
初
の
楽
観
的
な
見
解
を
政
め
、
下
院
で
の
排
回
移
民
法
成
立
は
、

不
可
避
的
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
重
視
す
る
配
孟
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
体
的
に
記
事
が
反
米
的
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で

E
 

あ
る
。
し
か
し
、
開
時
に
、
下
院
で
「
排
日
移
民
法
」
が
成
立
し
て
も
、
国
際
関
係
に
敏
感
で
あ
る
上
院
で
の
成
立
は
到
底
無
理
で
あ

る
と
い
う
の
が
日
本
人
一
般
の
見
解
で
あ
っ
た
。

下
院
で
排
日
気
濯
が
高
揚
す
る
な
か
、
唯
一
「
排
日
条
項
」
に
反
対
す
る
演
説
を
し
た
議
員
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
選
出
の
共
和
党
議
員

7
ト
ン

(HEROEE邑
で
あ
っ
目
。
昔
、
連
邦
上
院
費
の
経
験
も
あ
る
、
共
和
党
の
最
有
力
議
員
の
一
入
で
あ
っ

た
が
、
日
米
関
係
が
感
化
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
議
会
審
議
の
最
終
目
の
四
月
三
一
日
に
寸
排
日
条
項
L

の
再
検
討
を
蘇
え
る
畏
い
演

説
を
し
た
a

そ
の
結
論
部
分
で
役
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
た
。

珊

ー
私
俗
、
日
本
人
移
民
の
入
国
に
賛
成
を
表
明
し
て
い
る
わ
防
で
は
な
い
。
た
だ
、
日
本
人
移
民
の
緋
岸
は
、
日
本
に
と
っ
て



;05 

周
辱
と
な
ら
な
い
方
法
を
も
っ
て
達
成
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
g

私
M

跡
、
こ
の
移
民
法
案
に
含
ま
れ
て
い
る
侮
辱
的
な
部
分
に

関
し
て
だ
げ
反
対
の
立
場
血
管
表
明
す
る
。
と
の
関
腫
は
外
交
関
係
に
測
し
て
よ
り
深
い
知
識
を
持
つ
上
院
に
全
て
を
任
せ

る
の
が
一
番
賢
明
な
選
択
で
あ
る
よ
う
に
忠
世
J

凡明

と
の
演
説
の
後
、
「
修
正
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
L

を
め
ぐ
る
技
察
が
直
ち
に
行
わ
れ
、
-
二
一
三
石
川
七
一
(
棄
権
三
一
七
)
の
圧
倒
的
多
数
で

同
法
案
は
可
決
さ
れ
た
B

最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
こ
の
移
民
法
案
の
内
容
は
、
審
議
の
過
程
で
、
移
民
帰
化
委
員
会
か
ら
ア
院
に
報
告

さ
れ
た
持
の
内
容
と
は
多
少
変
わ
っ
て
い
た
。
割
当
制
度
の
基
準
k
し
て
、
一
八
九
口
牛
の
国
勢
調
査
を
周
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は

な
か
っ
た
が
、
当
初
「
修
正
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
」
が
規
定
し
た
コ
一
%
の
割
当
に
二
口
O
人
を
加
え
た
数
」
で
は
在
く
、
単
に
二
%
の

割
当
が
設
り
ら
れ
る
こ
止
に
な
り
、
新
た
に
「
最
少
割
当
L

(

言
回
目
旨
露
出
宮
え
と
と
し
て
、
年
に

-
o
O人
ほ
ど
が
入
国
で
き
る
と

い
う
修
正
も
加
え
ら
れ
て
い
事
仮
に
こ
の
方
程
式
に
基
づ
い
て
目
本
人
移
民
に
割
当
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
わ
ず
か
一
四

六
人
足
ら
ず
の
移
民
が
毎
年
入
園
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
下
院
は
、
「
あ
る
特
定
の
東
洋
人
移

民
だ
け
に
対
す
る
符
別
待
遇
と
な
る
し
と
い
う
理
由
か
ら
こ
の
わ
ず
か
を
数
も
認
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
結
局
、
「
帰
化
資
格
の
な
い
外
国

人
の
入
国
を
認
め
な
い
L

と
い
う
「
排
日
条
項
」
は
、
修
正
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。

面

下
院
で
の
投
票
結
果
は
超
党
禄
的
で
あ
り
、
反
対
票
は
共
和
党
議
員
が
三
三
人
、
民
主
党
議
員
が
三
七
人
と
ほ
ぼ
半
々
で
あ
っ
た
。

反
対
票
を
投
じ
た
民
主
党
議
員
は
、
「
排
日
移
民
法
」
に
反
対
し
た
釈
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
同
移
民
法
案
の
規
制
は
緩
す
ぎ
る
と
し
、

全
面
的
な
「
移
民
停
止
訟
案
L

以
外
に
、
移
民
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
反
対
し
た
の
で
あ
る
・
そ
れ
に
対
し
、

反
対
置
景
色
町
投
じ
た
共
和
党
畿
員
は
、
一
八
九
O
年
の
国
勢
調
査
の
使
用
、
お
よ
び
割
当
制
度
そ
の
も
の
に
反
対
し
て
役
票
し
た
。
し
か

し
、
-
緋
百
条
項
」
の
存
在
に
反
対
し
て
反
対
票
争
投
じ
た
議
員
は
バ

i
tン
議
員
を
含
め
、
イ
リ
ノ
イ
州
選
出
の
民
主
党
議
員
キ
Z

ン

ツ
(
日
間
借
可
出
向
閃

EN)
巴
と
ニ
ュ
}
ヨ

i
ク
州
選
出
向
の
連
立
候
補
党
議
員
ラ
ガ

1
デ
ィ
ア
(
担
。

s-口
芯
戸
旬
。
届
司
代
目
巴
の
三
人
し
か

職雑学複戸神
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い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
俳
日
条
項
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
本
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
の
規
制
に
消
極
的
で
あ
っ
た
西
部
暫
州

の
共
和
党
議
員
も
、
-
修
正
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
」
に
貨
成
票
を
投
じ
た
と
言
え
よ
う
。
投
票
後
、
下
院
で
の
移
民
法
案
を
め
ぐ
る
審
議
は

全
て
終
わ
り
、
舞
台
は
連
邦
上
院
議
会
に
移
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。

~7 

二
、
主
院
に
お
け
る
ヨ
排
岡
修
民
法
」
の
審
憧
過
程

-
一
九
一
二
年
米
国
移
民
法
」
の
失
効
が
迫
っ
て
い
た
た
め
、
下
院
と
同
様
、
上
院
で
も
新
移
民
法
案
の
起
草
が
緊
急
の
課
題
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
上
院
の
移
長
訟
を
め
守
る
審
議
は
、
下
院
で
採
択
き
れ
た
移
民
法
案
の
提
出
を
待
た
ず
に
下
院
と
並
存
し
て

行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
上
院
の
状
況
は
、
下
院
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
積
極
的
に
排
日
を
訴
え
る
議
員
が
比
較
的
少
数
で
あ

§
 

っ
た
e

さ
ら
に
、
上
院
で
の
移
民
法
の
立
案
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
上
院
移
民
委
員
会

(ω奇
隠

znロ
呂
包
容
g
E
M
g自
前
司
呉
呂
田
)

の
構
成
が
、
下
院
移
民
帰
化
委
員
会
と
は
異
な
り
、
西
部
南
部
諮
州
か
ら
の
委
員
が
少
な
く
、
排
日
を
強
硬
に
訴
え
た
委
員
除
、
カ

リ
フ
ォ
ル
エ
ア
州
選
出
の
共
和
党
議
員
ジ
ョ
シ
ソ
ン

(Z5hwg
看
守
宮
g
ロ
)
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
遂
に
、
上
院
移
民
委
員
会
で

強
い
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
、
長
年
上
院
花
お
い
て
共
和
党
の
有
力
醸
員
と
し
て
務
め
て
き
た
、
ロ

l
pア
イ
ラ
ン

T
州
選
出
の
コ
ル

ト
(
『
回
向
。
白
因
。
。
亘
委
員
畏
、
お
よ
び
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
選
出
の
共
和
制
党
議
員
リ
l
ド

E
g孟
〉
M
W
U
8
a
)

委
員
で
あ
っ

た
。
と
の
二
人
は
、
「
排
日
条
項
」
を
新
移
民
法
案
忙
揮
入
す
る
と
と
に
対
し
て
強
〈
反
対
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
南
部
州
か
ら
の
議
員

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
選
出
の
共
和
党
議
員
ス
タ
リ
ン
グ

(Hdo話
器
切
符
品
目
伺
)
委
員
は
、
日
本
人
移

民
の
排
斥
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て
い
た
し
、
後
述
す
る
テ
ネ
シ
ー
州
選
出
の
民
主
党
議
員
シ
ル
ズ
(
】
。
百
同
盟
-m喜
)
委
員
、

g
 

当
初
は
個
人
的
な
理
由
か
ら
西
郡
鰭
州
の
議
員
が
求
め
て
い
た
寸
排
日
移
民
法
」
に
同
情
的
で
は
な
か
っ
た
。
カ
リ
フ
定
ル
ニ
ア
州
の

排
日
運
動
を
支
持
し
て
い
た
ユ
タ
州
か
ら
選
出
さ
れ
た
民
主
党
の
キ
ン
グ

(
d
昌

-E阿
国
白
星
)
委
員
も
、
州
の
立
場
と
は
逆
に
、

目
本
人
移
民
の
排
斥
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
結
局
、
上
院
事
民
委
員
会
で
寸
排
同
条
項
」
に
賛
成
し
た
委
員
は
、
ヲ
ョ

l
ジ
ア
州
選



醐

出
の
民
主
党
職
員
ハ
リ
ス
(
当
巴
話
回
同
国
自
在
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
州
選
出
の
民
主
党
議
員
ハ
リ
ソ
ン
(
一
切
言
富
司
国

ω
E
g己、

お
よ
び
前
述
し
た
カ
リ
フ
才
ル
ニ
ア
州
選
出
の
共
和
党
議
員
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
三
人
だ
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
委

員
は
、
-
九
一
一
四
年
の
大
統
嶺
選
挙
で
、
共
和
党
の
大
続
編
候
補
指
名
を
ク
l
リ
ッ
ジ
現
大
統
領
か
ら
奪
う
た
め
、
中
西
部
へ
遊
説
中

で
あ
り
、
審
議
期
間
の
大
半
舷
ワ
シ
ン
ト
ン
を
隠
れ
て
い
問
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
当
初
は
、
よ
院
で
の
「
排
目
移
民
法
」
の
成

立
は
困
難
に
な
る
ご
と
が
予
想
さ
れ
た
。

•• 
第

fj 
喜:

il 
ii 
F 触

ま5
再2
主賢

Ef 

亘書
治時

言進

約
な
父
」
で
も
あ
っ
た
ロ
ズ
ヴ
エ
ル
ト
元
大
統
領
の
意
向
に
従
い
、
そ
の
後
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
砂
る
排
日
運
動
の
伽
抑
制
に

努
め
た
。
し
か
し
、
-
九
一
九
年
一
月
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
卜
が
死
去
し
た
た
め
、
ジ
ョ
ン
ツ
シ
議
員
は
、
元
来
の
排
目
的
立
場
を
抑
制

す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
彼
は
、
}
九
↑
一
-
年
に
商
慣
一
-
州
か
ら
選
出
さ
れ
た
連
邦
上
院
議
員
と
下
院
磁
員
の
各
一
名
す
つ
に
よ

一一g

っ
て
構
成
さ
れ
た
「
酉
部
誇
州
執
行
委
員
会
」
宙
開

R
E
a
E
2
5駐
車
色
調
車
問
国
首

E
)
を
結
成
し
た
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
目

的
は
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
「
排
日
移
民
法
」
を
成
立
き
せ
る
た
め
に
、
同
委
員
会
の
結
成
に
よ
っ
て
商
慣
鰭
州
の
足
並
み
を
揃
え
る

こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
元
大
統
領
亡
者
後
の
ジ
ョ
ン
ゾ
ン
館
員
は
、
積
極
的
に
排
日
活
動
を
展

雑学法戸神

関
し
た
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
置
は
、
共
和
党
の
な
か
で
も
、
故
?
ズ
ヴ
エ
ル
ト
元
大
統
領
が
率
い
て
い
た
革
新
派
系
若
党

(E害
自
ー

E
 

Fρ
嶋
崎
窃
包
〈

g)
に
属
し
て
い
た
た
め
、
共
和
党
の
政
策
か
ら
離
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
B

そ
の
上
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
保

守
的
な
政
策
を
追
求
す
る
タ

1
り
ツ
ジ
大
統
領
を
批
判
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
次
期
大
統
領
選
挙
で
の
共
和
党
の
候
補
者
指
名
の
獲
得

を
狙
っ
て
い
た
た
め
、
必
然
的
に
ク
リ
ツ
ジ
と
怯
政
敵
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヲ
ヨ
ン
ソ
ン
が
個
人
的
に
一
番
嫌
っ
て
い
た
の

一
九
一
六
年
の
大
統
領
選
挙
の
際
ヒ
ュ
ー
ズ
は
共
和
党
候
補
と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

は
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
で
あ
っ
た
。
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望
留
の
支
持
を
得
る
た
め
に
河
州
血
管
訪
れ
た
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ズ
は
共
和
党
州
鎗
員
と
は
面
談
し
た
も
の
の
、
革
新
派
系
共
和
党
の

ジ
ョ
ン
ソ
ン
知
事
に
は
一
度
も
会
お
う
し
ζ

は
せ
ず
、
挨
拶
き
え
し
な
か
っ
た
a

こ
の
ヒ
ュ
ー
ズ
の
行
動
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
州

政
府
の
頂
点
に
立
つ
州
知
事
の
立
場
を
一
軽
ん
じ
ら
れ
た
と
憤
慨
し
た
。
こ
の
こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ズ
と
の
関
係
に
釘
ね
い
て
そ
の
後
も
し
こ

り
と
な
っ
て
ず
っ
と
残
る
こ
L
C
に
な
っ
た
.
こ
の
よ
う
往
個
人
的
関
係
を
考
え
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
ク
!
リ
ッ
ジ
大
統

領
や
ヒ
ュ
ズ
国
務
長
官
に
協
力
す
る
理
由
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
@
日
本
人
移
民
問
題

κ関
し
て
、
共
和
党
西
部
鰐
州
の
実
質
的
リ

ー
ダ
ー
で
あ
り
、
ま
た
共
和
党
全
体
で
も
有
力
な
議
員
の
一
人
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
箇
力
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
「
緋
日
移

民
法
し
が
成
立
し
た
董
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。

上
院
で
は
、
下
院
以
上
に
一
八
九

O
年
か
一
九
一
口
年
の
ど
ち
ら
の
国
勢
調
査
を
用
い
る
か
で
意
見
が
対
立
し
て
い
目
。
上
院
移
民

委
員
会
で
、
排
日
問
題
に
関
し
て
意
見
が
合
致
し
て
い
た
コ
ル
ト
委
員
と
リ
ー
ド
委
員
で
さ
え
、
国
勢
調
査
を
め
ぐ
っ
て
は
意
見
が
分

一一@

か
れ
て
い
た
。
コ
ル
ト
委
員
は
、
一
九
一

O
年
の
国
勢
需
査
を
使
用
し
て
い
た
「
一
九
二
一
年
米
国
移
民
法
」
で
、
東
・
南
欧
系
の
移

民
は
充
分
に
規
制
さ
れ
て
い
る
し
乙
認
徹
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
ー
ド
委
員
は
、
ア
メ
リ
カ
の
建
国
に
携
わ
っ
た
北
欧
系
の
移

民
を
中
心
に
入
国
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
-
八
九
O
年
の
国
勢
嗣
査
の
使
用
を
訴
え
て
い
た
固
と
の
た
め
、
移
民
委
員
会

で
も
っ
と
も
影
審
カ
を
保
持
し
て
い
た
両
輪
員
の
周
に
協
力
関
係
は
な
〈
、
そ
の
こ
と
が
日
本
人
移
民
の
磐
斥
に
反
対
す
る
努
力
を
弱

め
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

上
院
移
民
委
員
会
に
は
、
「
排
日
条
項
」
を
盛
り
込
ん
で
い
た
ロ
ッ
ジ
議
員
の
法
案
を
含
め
、
多
数
の
法
案
が
付
託
さ
れ
て
い
た
。
結

局
三
ヶ
月
に
及
ぷ
議
論
の
末
、
最
終
的
に
六
対
豆
の
投
票
で
移
民
委
員
会
自
体
が
起
草
し
た
法
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
、

箱
}

一
九
-
口
年
の
国
勢
調
査
を
も
と
に
各
国
に
二
%
の
割
当
を
与
え
る
と
い
う
と
ど
を
規
定
し
で
い
た
・
し
か
し
、
六
対
豆
と
い
う
投
票

抽

結
果
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
移
民
委
員
会
は
莫
つ
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
移
民
法
案
は
か
な
り
来
完
成
の
ま
ま
験

会
に
提
出
き
れ
、
問
題
骸
分
の
詳
細
は
議
会
で
の
審
畿
に
よ
っ
て
つ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
と
の
時
点
で
の
移
民
法
案
に



"， 
は
、
寸
排
日
条
項
」
が
な
〈
、
日
本
人
移
民
に
も
捌
当
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

『
緋
同
移
民
委
員
会
L

は
こ
れ
に
反
発
し
、
上
院
に
公
聴
会
の
開
催
を
申
し
入
れ
剖
・
か
ね
て
か
ら
の
上
院
へ
の
ロ
ピ
l
活
動
の
効

あ
っ
て
か
、
そ
の
要
求
は
承
諾
さ
れ
た
.
早
速
『
排
函
移
民
委
員
会
L

の
会
長
、
お
よ
び
代
表
幹
部
(
ミ
ク
ラ
ッ
チ

1
『
サ
ク
ラ
メ
ン

ト
・
ピ
l
』
編
集
長
、
フ
ィ
l
ラ
ン
元
連
邦
上
院
議
員
、
シ
ャ
レ
ン
パ
l
グ

(E邑
符

Z
司

g-uo『
阿
)
労
勘
違
合
書
記
、
そ
し
て
、
ゥ

{四一

ヱ
プ
(
呂
志

E
切
望
書
)
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
検
事
総
理
が
、
カ
リ
フ
才
ル
二
ア
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
日
本
人
移
民

の
完
全
な
排
斥
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
強
い
意
気
込
み
で
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
や
っ
て
き
た
。

乱町

上
院
公
聴
会
は
、

四
月
に
入
っ
て
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
@
-
排
日
移
民
委
員
会
」
の
主
張
低
次
の
還
り
で
あ
っ
た
。

誌緯

『
帰
化
資
格
の
な
い
全
て
の
外
国
人
の
な
か
で
も
、
日
本
人
移
民
憾
と
り
わ
防
ア
メ
リ
カ
に
同
化
せ
ず
、
と
の
園
に
と
っ
て
俵

も
危
険
な
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
種
的
障
問
り
を
懐
い
て
お
り
、
我
々
に
同
化
す
る
気
が
毛
扇
な
い
。
そ
も
そ
も
後
ち
は
、
人

種
や
園
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
鎗
て
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
白
彼
ら
は
誇
り

商
き
人
種
の
植
民
地
を
こ
と
に
築
く
た
め
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
e

彼
ら
は
、
永
遠
に
日
本
人
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

日
本
と
の
緋
士
協
定
〔
一
九
O
八
年
「
日
米
紳
士
協
定
」
l
l
引
問
者
注
〕
は
、
合
意
さ
れ
た
目
的
〔
日
本
人
移
民
の
排
斥

引
用
者
注
〕
を
達
成
し
て
い
な
い
。
連
邦
政
府
は
、
日
本
が
榊
士
協
定
を
守
ら
な
い
場
合
に
は
、
自
ら
が
排
日
移
民
法
を
成
立

さ
せ
る
と
い
う
一
契
約
を
カ
リ
フ
ォ
ル
エ
ア
州
左
結
ん
だ
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
州
で
あ
る
。
同
州

8
 

は、

=
0年
間
も
国
家
の
た
め
に
、
白
色
人
種
を
追
い
や
ろ
う
と
す
る
と
の
平
和
的
侵
入
と
戦
い
続
凶
り
て
き
た
の
で
あ
る
J

学法戸神
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聞も A
め移
て白民

2唱P
i i 
島長
じ決

せれ
るる

なで
とあ

しと
でし
はて
な

左官
EE 
主i
本の
人訴

貫主
E書
割て

i ;;3 
をま
重た
用、

すリ

長』
著書

公
聴
会
が
終
了
す
る
と
、
上
院
は
四
月
一
-
一
日
か
ら
移
民
法
案
を
め
ぐ
る
審
議
に
入
り
、
移
民
委
員
会
が
起
草
し
た
法
案
に
対
す
る
修

正
案
が
多
数
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
エ
ア
州
選
出
の
若
手
共
和
党
議
員
で
あ
っ
た
シ
ョ
ー
ト
リ
ツ
ジ
訪
問

E
民

戸
F
e
R
E身
内
)
の
修
正
案
に
は
、
下
院
の
ー
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
L
K同
じ
〈
、
「
帰
化
資
格
の
な
い
外
国
人
の
入
国
は
認
め
な
い
L

と
い
う
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
目
。
し
か
し
、
上
院
で
の
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
議
長
の
発
冒
カ
は
号
、
i

、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
議
員
が
ワ
ジ
シ

ト
シ
を
離
れ
て
い
た
乙
と
も
あ
っ
て
、
審
議
は
ど
の
国
勢
調
査
を
用
い
る
か
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
た
。
三
日
後
の
四
月
七
日
に
、
シ

g
 

a
iト
リ
ツ
ジ
議
員
は
街
烈
な
排
日
演
説
を
行
い
、
他
の
鼠
員
に
、
同
化
し
な
い
日
本
人
移
民
を
排
斥
す
る
必
重
を
強
〈
訴
え
た
。
と

こ
ろ
が
、
シ
ョ
ー
ト
リ
ツ
ジ
を
待
ち
か
ま
え
て
い
た
の
は
、
彼
の
立
場
に
理
解
を
示
す
他
議
員
か
ら
の
意
見
で
は
な
く
、
テ
ネ
シ
ー
州

軍

選
出
の
民
主
党
議
員
ミ
ツ
ケ
ラ
l
(阿
国
同
商
長
量
。
関
巴
宮
内
)
か
ら
の
激
し
い
刷
反
撃
で
あ
っ
た
。

ニ
年
ほ
ど
前
か
ら
下
院
で
は
、
ミ
ズ
l
リ
l
州
選
出
の
共
和
党
議
員
グ
イ
ア
}
(
『
自
喜
朗
わ
聖
母
)
下
院
司
法
委
員
長
に
よ
っ

て
黒
人
に
対
す
る
り
ン
チ
を
非
合
法
化
す
る
1

反
リ
ン
チ
法
案

L
E昆
巴
苫
R
Z
E
恩
邑
を
成
立
さ
せ
る
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
た
・

こ
れ
は
、
南
部
の
民
主
党
議
員
ち
の
強
い
反
発
を
招
い
た
が
、
結
局
一
九
二
三
年
一
月
の
投
票
を
も
っ
て
、
一
一
三
一
対
一
一
九
で
下
院

一習

で
可
決
さ
れ
た
a

こ
の
法
案
が
よ
院
に
送
付
さ
れ
た
後
、
上
院
で
の
成
立
に
積
極
的
に
動
い
た
の
が
シ
ョ
ト
リ
ツ
ジ
議
員
で
る
っ
た
.

そ
し
て
、
と
の
法
案
に
滋
し
〈
反
対
し
、
同
法
案
の
成
立
を
阻
も
う
と
し
た
の
が
テ
ネ
シ
ー
州
選
出
の
ミ
ァ
ケ
ラ
と
シ
ー
ル
ズ
の
商

隊
員
で
あ
っ
た
。

;n 

そケ

言書
とは

を目
し本
て人

2E 
州に
が対
、す
，.る

a 1 
てア

富盟

国脅
し土

手重

量k
f f 
告書
ぞ覇
E事

あ
り
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シ
ヨ
ト
リ
シ
ジ
も
醸
ら
ず
、
双
方
の
議
論
は
い
つ
し
か
口
論
の
様
相
を
量
し
て
い
た
。
最
終
的
に
「
反
リ
ン
テ
法
案
L

は、

上
院
で
可
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
蛾
員
と
テ
キ
シ
l
州
、
お
よ
び
そ
の
他
の
南
部
籍
州
か
ら
選
出
さ
れ
た

議
員
と
の
根
深
い
対
立
は
残
っ
た
ま
ま
と
な
っ
た
の
で
あ
る
・
さ
ら
に
、
「
排
日
移
員
法
」
が
審
議
さ
れ
て
い
た
乙
の
議
会
で
も
グ
イ

ア
l
議
長
は
『
反
リ
ン
チ
法
案
し
を
下
院
に
再
度
提
出
し
て
お
り
、
上
院
で
も
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
議
員
が
、
同
法
案
の
成
立
を
ま
た
訴

え
る
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
混
か
ら
、
テ
ネ
シ
ー
州
の
議
員
は
、
排
日
移
民
問
題
に
対
し
て
非
協
力
的
な
態
度
を
取

一随一

っ
た
の
で
あ
る
。
南
部
と
西
部
の
二
つ
の
差
別
主
義
が
対
決
す
る
の
は
、
論
哩
的
に
は
奇
妙
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
立
関
係
が
届
情
的

に
昂
じ
た
時
、
そ
れ
は
不
合
理
な
政
治
的
要
闘
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
あ
る
。

結
局
ミ
ツ
ケ
一
フ
!
韓
員
の
妨
害
に
よ
っ
て
、
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
議
員
の
俳
自
演
説
も
空
し
く
、
彼
の
訴
え
に
耳
を
傾
砂
る
議
員
は
少

8
 

な
か
っ
た
。
逆
に
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
の
要
需
に
従
い
、
リ
ー
ド
議
員
が
楢
開
会
に
提
案
し
た
、
「
日
米
紳
士
協
定
L
L
ζ

割
当
を
与
え
る

8
 

に
、
多
く
の
職
員
は
同
調
す
る
態
度
聖
示
し
た
。
リ
ー
ド
議
員
は
、
次
の
演
説
を
し
た
。

し
か
し
、

山 1誌'瑳学

「
一
一
重
の
規
制
L

法戸

「
つ
い
三
、
四
年
前
、
日
米
戦
争
が
近
い
う
ち
に
勃
発
す
る
と
い
う
噂
が
両
国
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
期
待
は
、
ワ
シ
ン

ト
ン
会
醗
で
得
る
こ
と
が
で
き
た
素
晴
ら
し
い
結
果
と
、
関
東
大
貫
災
後
の
ア
メ
リ
カ
の
善
意
の
行
動
に
よ
コ
て
も
ろ
く
も
崩

れ
去
っ
た
。
田
本
政
府
、
お
よ
び
我
が
固
に
い
る
回
本
人
移
民
は
、
ア
メ
リ
カ
を
植
民
地
化
し
よ
う
と
い
う
気
は
全
〈
な
く
、

§
 

日
本
人
移
民
の
数
を
減
ら
す
こ
と
に
冷
静
に
対
応
し
て
い
る
。
」

縛

シ
ョ
ー
ト
リ
ツ
ジ
を
含
む
太
平
洋
治
岸
諸
州
か
ら
の
数
名
の
一
職
員
だ
け
で
あ
り
、
下

ue 

院
に
お
い
て
排
日
を
支
持
し
た
南
部
と
非
太
平
洋
沿
岸
函
館
鯖
州
の
議
員
は
枕
黙
を
守
っ
た
。
リ
ー
ド
議
員
は
そ
の
後
、
入
国
禁
止
の

守
適
用
除
外
の
移
民
L

と
い
う
条
項
に
、
「
移
民
に
関
す
る
条
約
ま
た
は
協
定
を
締
結
し
て
い
る
固
か
ら
の
移
民
」
と
い
う
新
規
定
を
般

』
の
リ
ド
霞
員
の
演
説
に
反
対
し
た
の
は
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企き

け
る
修
E
案
を
提
出
し
た
。
と
の
修
正
案
が
、
後
に
問
題
と
な
る
「
リ
ド
修
正
案
」
で
あ
る
B

1

リ
l
F修
正
案
」
に
含
手
札
て
い
た

『
移
民
に
関
す
る
協
定
」
と
い
う
字
句
は
明
ら
か
に
一
九
口
八
年
の
「
日
米
紳
士
協
定
」
を
意
味
し
て
い
た
a

な
お
、
有
賀
貫
教
授
は
、
よ
院
移
民
委
員
会
が
よ
院
佐
提
出
し
た
移
民
法
案
が
、
日
本
人
移
民
に
割
当
を
与
え
る
こ
と
を
前
提
と
し

一種

て
い
た
た
め
、
「
リ
ー
ド
修
正
案
」
の
提
出
は
、
必
要
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
と
の
見
解
は
、
提
出
さ
れ
た
移
民
法
案

が
、
委
員
会
内
め
意
見
対
立
を
反
映
し
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
修
正
さ
れ
ず
に
可
決
き
れ
る
と
と
は
、
ま
ず
あ
り
得
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
を
考
慮
し
て
い
な
い
P

リ
ー
ド
鶴
員
は
、
上
述
の
修
E
案
を
櫨
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
日
問
題
に
終
止
符
を

訂
ち
、
日
本
人
移
民
が
排
斥
さ
れ
な
い
こ
と
を
決
定
的
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
a

し
か
し
、
有
賀
教
授
が
指
織
す
る
よ
う
に
、
こ

の
修
正
案
が
上
院
に
「
日
米
綜
士
協
定
L

の
存
在
を
再
臨
識
さ
せ
た
点
で
、
目
本
人
移
民
問
題
を
複
雑
に
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

霊る。

5ね

少
な
く
と
も
図
月
九
日
ま
で
は
、
上
院
?
の
「
排
日
移
民
法
L

の
成
立
は
、
無
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
日
本
の
新
耐
と
世

論
も
問
機
な
見
解
を
示
し
て
お
り
、
安
心
し
て
上
院
で
の
事
態
を
見
守
っ
て
い
た
。
清
浦
内
閣
も
、
寸
下
院
よ
り
も
格
が
よ
で
、
良
識
を

踏
ま
え
て
行
動
す
る
」
よ
院
で
は
、
寸
排
日
移
民
法
」
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
索
観
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
観
測
は
、
排
日

運
動
の
政
治
的
指
導
者
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
議
員
が
不
在
で
あ
っ
た
と
止
を
考
虚
し
て
い
な
か
っ
た
。
事
実
、
上
院
で
の
状
況
が
大

き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
議
員
が
中
西
部
で
の
還
挙
演
艇
を
終
え
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
一
一
戻
っ
た
四
月
九
日
か
ら
で
あ
る
。
彼
は

(
随
想

直
ち
に
上
院
で
演
説
を
行
い
、
「
日
米
綿
土
協
定
」
は
基
本
的
な
国
家
主
権
を
岡
本
政
府
に
鍍
渡
し
て
い
る
と
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
移

民
問
題
は
園
内
管
轄
問
題
で
あ
り
、
国
務
省
の
介
入
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
連
邦
議
会
の
権
利
を
奪
回
す
る
た
め
に
も
、
日
本
人
移
民
の

8
 

排
斥
は
必
要
で
あ
る
と
訴
え
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
、
と
の
演
説
に
よ
っ
て
間
接
的
に
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
は
胃

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
演
説
の
直
後
、
今
ま
で
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
議
員
の
排
日
の
訴
え
を
こ
と
ご
と
く
退
け
て
い
た
ミ
ツ
ケ
ラ
l
議
員

§
 

を
璽
頭
に
、
南
部
諸
州
の
議
員
は
一
斉
に
排
日
論
の
砲
列
を
布
い
た
。



". 

何
故
、
と
の
よ
う
に
商
都
議
員
の
態
度
は
急
転
換
し
た
の
か
。
歴
史
家
の
ポ
ー
ル
砿
、
ジ
ョ
ン
ソ
シ
議
員
と
甫
訴
諸
州
の
議
員
の
問

一一む

に
、
独
自
の
協
約
が
結
ぼ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ョ
シ
ソ
ン
議
員
が
同
じ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
選
出
の

同
様
で
あ
る
シ
ヲ

l
ト
リ
ッ
ジ
醗
員
に
「
反
リ
ン
チ
法
案
L

を
上
院
に
拠
出
さ
せ
な
い
左
い
う
約
束
を
す
る
引
き
脅
え
に
、
日
本
人
移

民
の
排
斥
を
支
持
す
る
ζ
と
に
対
す
る
南
部
諸
州
の
協
力
を
求
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
e
も
と
も
と
南
部
臨
員
は
、
日
本
人
移
民
に
は

反
対
し
て
い
た
。
が
、
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
議
員
に
対
す
る
商
栂
識
員
の
個
人
的
な
嫌
悪
感
が
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
シ
ョ
ー

ト
リ
ツ
ジ
醗
貨
が
支
持
す
る
排
日
吾
民
法
案
に
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
か
ら
の
議
員
と
南
部
議
員
の
聞
に
、

こ
の
よ
う
な
協
約
が
本
当
に
あ
っ
た
と
の
事
実
を
重
俊
一
不
す
鉦
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ト
リ
ッ
ジ
議
員
が
、
あ
れ
ほ
ど
訴
え
て

§
 

い
た
「
反
り
ン
チ
法
案
」
を
二
度
と
議
会
に
提
出
し
な
か
っ
た
と
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。

寸
リ
ー
ド
修
正
案
L

が
、
『
日
米
紳
士
聾
定
」
の
存
在
を
議
員
ら
に
再
語
録
さ
せ
た
た
め
、
同
協
定
に
対
す
る
質
問
が
相
次
い
で
な
さ

れ
た
.
し
か
し
、
り
!
?
自
身
も
協
定
の
詳
し
い
内
容
に
遜
じ
て
お
ら
ず
、
納
得
の
い
く
形
で
こ
れ
ら
の
質
問
に
答
え
る
と
k
が
で
き

な
か
ヲ
た
。
そ
の
た
め
、
ョ
日
米
紳
士
協
定
』
に
よ
っ
て
日
本
政
府
が
発
得
し
た
旅
券
を
日
本
人
移
民
が
所
持
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
ァ

g
 

メ
リ
カ
移
民
当
局
は
そ
の
移
民
の
入
国
を
拒
否
で
き
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
も
、
返
答
を
保
留
す
る
ほ
か
仕
か
っ
た
。
逆

に
、
シ
「
ト
リ
ッ
ジ
議
員
が
リ
ー
ド
議
員
に
代
わ
っ
て
、
「
そ
の
権
利
は
日
本
に
顔
渡
し
て
い
る
」
と
答
え
、
寸
日
米
紳
士
協

F
に

貧
}

対
す
る
議
員
の
不
信
轟
を
煽
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
除
、
他
固
か
ら
の
移
民
と
同
じ
く
、
日
本
人
移
民
も
旅
券
を
ア
メ
リ
カ
大

使
館
ま
た
は
領
事
館
に
提
出
し
て
査
証
を
発
効
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
国
・
す
な
わ
ち
、
移
民
が
入
園
で
き
る
か
杏
か
の
最
終
的
判

断
の
権
利
は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
り
、
移
民
問
題
に
関
す
る
国
家
主
績
を
決
し
て
日
本
政
府
に
醸
っ
て
い
た
わ
け
で
は
怠
か
っ
た
。
も
し

り
1
ド
畿
員
が
こ
の
事
実
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
機
に
そ
れ
を
議
会
に
説
明
で
き
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
『
埴
原
書
偏
」
は
不
要

で
る
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
リ
ー
ド
議
員
一
自
身
も
同
協
定
に
つ
い
て
の
詳
細
な
知
識
が
な
か
っ
た
以
上
、
彼
が
ヒ
ュ
ー
ズ
国

務
長
官
に
協
定
の
内
容
の
説
明
を
要
求
し
た
の
は
、
自
然
な
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
a

"" E事維学法戸神
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一
九
O
八
年
の
1

日
米
紳
士
協
定
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
側
に
妥
協
を
促
す
合
意
で
あ
り
、
国
家
主
権
が
侵
き
れ
た
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
む
し
ろ
日
本
側
の
主
権
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
仰
は
、
目
本
人
移
民
に
対
し
て
差
別
的
な
移
民
法
を
立
法
し
な
い
と
い
う
こ
と

を
約
束
す
る
と
と
も
に
、
中
国
w
私
闘
す
る
閏
本
の
勢
力
闘
を
間
接
的
に
認
め
た
だ
妙
で
あ
っ
た
。
し
か
も
後
者
は
、
タ
フ
ト
(
d号、

L
E
B

国

tp)
大
統
領
の
も
と
で
「
ド
ル
外
交
し
が
追
求
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
す
で
に
空
文
化
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本

人
移
民
を
排
民
序
す
る
立
法
待
為
を
し
な
い
こ
と
が
、
事
実
上
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
唯
一
の
合
意
事
項
と
し
て
、
残
さ
れ
て
h
た
に

喝
き
な
か
っ
た
。

「
日
米
紳
士
協
定
」
が
日
本
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
誤
っ
た
情
報
が
下
院
で
飛
ぴ
安
う
な
か
で
、
リ
ー
ド
鶏
員
か
ら
の

要
請
を
受
け
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
埴
原
大
使
に
、
「
日
米
締
士
協
定
」
の
内
容
を
説
明
し
日
本
政
府
が
抗
議
す
る
理
由
を
も
記
し

。
昏

た
書
備
を
自
分
宛
に
送
る
と
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
・
何
故
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
自
ら
1

日
米
紳
士
協
定
」
の
内
容
を
両
院
に
説
明
し
な
か

っ
た
の
か
。
ぞ
れ
は
、
今
と
な
っ
て
は
設
も
知
る
よ
し
も
会
い
。
彼
は
、
日
本
政
再
が
直
接
説
明
し
た
方
が
、
議
会
に
対
し
て
説
得
力

が
あ
る
と
担
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
a

そ
れ
で
も
、
日
米
両
政
府
が
共
同
で
『
日
米
紳
士
協
定
」
の
詳
細
を
記
し
た
説
明
文
を
上
下

両
院
に
送
る
と
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
下
院
で
怯
今
に
も
1

排
日
移
民
法
し
が
成
立
し
か
ね
な
い
状
態
で
あ
っ

た
た
め
、

t
a
lズ
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
終
的
に
、
ヒ
ュ
ー
ズ
の
手
元
に
届
い
た
『
埴
原
書
簡
」
が
議
会
へ
示
き
れ
る
。
ぞ
れ
は
、
議
員
に
対
し
、
国
務
畏
官
と
日
本
政
府

と
が
ご
慣
に
な
っ
て
連
邦
議
会
に
介
入
す
る
「
暫
定
協
定
L

害
骨
号
事
訟
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
っ

一w
一
た
S

こ
れ
で
は
、
国
際
連
盟
へ
の
加
盟
、
お
よ
び
パ
リ
平
和
条
約
の
批
准
が
国
家
主
権
を
脅
か
す
を
猛
反
発
し
た
議
会
の
孤
立
主
義
派

;" 

勢
力
で
あ
る
ロ
ッ
ジ
や
ア
ィ
ダ
ホ
州
選
出
の
共
和
党
識
員
ポ
ラ
l
(ヨ
記
缶
百
何
回

E畠
)
が
反
発
し
て
も
不
思
議
で
訟
な
か
っ
た
。

g
 

こ
の
範
囲
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ズ
園

gzR官
は
責
起
を
免
れ
な
い
。

ヒ
ュ
ズ
は
、
埴
原
か
ら
の
書
簡
を
四
月
一

O
日
の
午
後
六
時
に
受
け
取
り
、
そ
の
内
容
を
読
ん
だ
後
、
修
正
も
加
え
ず
に
同
日
中



，，， 
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に
そ
の
書
簡
の
写
し
を
コ
ル
ト
委
員
長
に
送
付
し
た
。
翌
一
一
日
に
は
、
書
簡
の
全
文
と
そ
れ
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ズ
の
返
書
が
と
も
に

一思

議
会
議
事
録

(p-唱
8
eま
7F2a)
に
掲
喰
さ
れ
、
隠
会
内
で
一
度
朗
読
も
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
日
を
も
っ
て
、
書
簡
の

内
容
は
両
院
の
全
議
員
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
下
院
は
、
-
植
原
書
簡
」
の
内
容
に
一
度
も
触
れ
る

と
と
な
く
そ
の
翌
日
に
「
排
日
移
民
法
し
を
宵
決
さ
せ
た
。
上
院
に
お
い
て
も
四
月
一
四
日
ま
で
、
だ
れ
も
そ
の
書
簡
を
問
題
に

し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
排
日
運
動
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
ア
ィ
l
ラ
ン
元
連
邦
上
院
議
員
で
さ
え
、
書
簡
を
読
ん
で
特
に
感
じ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
ー
そ
れ
を
無
視
し
て
、
下
院
が
可
決
し
た
移
民
法
を
上
院
で
も
早
急
に
探
摂
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
発
言

{型

を
し
て
い
る
@
こ
の
よ
う
に
、
『
埴
亘
書
簡
L

に
含
ま
れ
て
い
た
「
重
大
な
る
結
果
」
と
い
う
字
句
が
、
ロ
ッ
ジ
議
員
が
後
に
主
張
す
る

よ
う
に
、
本
当
に
外
交
上
不
適
切
な
宰
匂
で
あ
っ
た
な
ら
ぽ
、
何
故
一
一
一
日
間
も
議
論
を
引
き
起
と
さ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
「
植
原
書
簡
」
の
な
か
で
問
題
と
な
っ
た
箇
薪
を
引
周
す
る
・

nw 2ま銀学法

寸
〔
排
日
条
項
l
l
引
用
者
注
〕
ノ
目
的
ハ
自
本
国
民
エ
米
国
国
民
ヨ
リ
見
テ
価
値
ナ
ク
E
好
マ
シ
カ
ラ
サ
ル
国
民
ナ
リ
ト
ノ
汚

名
ヲ
印
ス
ル
ニ
ア
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
〔
中
略
〕
ー
若
シ
此
ノ
特
殊
条
項
ア
合
ム
法
案
ニ
シ
テ
成
立
ヲ
見
ム
カ
両
国
間
ノ
幸
福

-
-
-
-
-
-

ニ
U
Y

テ
相
互
ニ
有
利
ナ
ル
蘭
係
二
対
シ
重
大
ナ
ル
結
果
ヲ
誘
致
ス
ヘ
キ
ハ
本
使
ノ
感
知
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
所
ニ
シ
テ
貴
官
モ
亦

同
感
ナ
ル
ヲ
信
ス
ル
モ
ノ
ナ
時
〔
傍
点
引
用
者
〕
。
」

戸神

よ
院
の
外
交
委
員
長
、
お
よ
び
共
和
党
院
内
総
務
(
皆

E
S旨
2
0
2
q
E邑
R
)
を
務
め
て
い
た
ロ
ッ
ジ
議
員
が
、
こ
の
結
ぴ
の

文
節
に
あ
っ
た
「
重
大
な
る
結
果
」
宥

2
2。
E
Z
E
P
5
ω
)
と
い
主
字
句
だ
け
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
『
隠
怠
医
さ
れ
た
脅
迫
L

(

星
}
且

昔
Z
乙
で
あ
る
と
し
て
日
本
を
糾
弾
し
、
他
の
餓
員
に
日
本
人
移
民
の
経
斥
は
や
む
を
得
な
い
と
訴
え
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
暑
で
あ

る
。
「
移
民
問
題
は
周
家
の
主
権
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

い
や
そ
れ
は
圏
家
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
よ
う
に
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思
う
。
そ
の
た
め
米
国
は
外
国
か
ら
の
圃
回
議
さ
れ
た
脅
迫
に
よ
っ
て
立
法
を
左
右
さ
れ
る
こ
と
怯
で
き
な
い
」
と
い
う
ロ
ッ
ジ
議
員

の
言
葉
に
説
得
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
今
ま
で
日
本
人
移
民
の
排
岸
に
反
対
で
あ
っ
た
多
く
の
議
員
が
、

B
 

態
度
を
急
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
と
の
ロ
ッ
ジ
の
演
説
の
後
に
役
壊
が
行
わ
れ
、
七
六
対
二

通

多
数
を
も
っ
て
『
リ
}
ド
修
正
案
」
は
否
決
さ
れ
た
。

ロ
ッ
ジ
の
見
解
に
同
調
し

(
棄
権
一
八

と
い
ラ
圧
倒
的

リ
l
F論
員
自
身
も
、
日
本
の
抗
議
が
」
隠
蔽
さ
れ
た
脅
迫
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
日
本
人
移
民
の
排
斥
に
反
対
す
る
こ
と
は
で
き

一一隆

な
い
」
と
し
、
自
分
の
修
正
案
を
香
決
す
る
側
に
票
を
入
れ
た
。
リ
ー
ド
議
員
に
続
き
、
こ
れ
ま
で
『
排
日
条
項
」
に
反
対
し
て
い
た

議
員
も
、
一
斉
に
『
埴
原
書
簡
L

に
非
難
を
裕
ぴ
せ
、
そ
れ
を
理
由
に
立
場
を
『
仕
方
な
く
」
変
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
演

説
を
次
々
に
展
開
し
泊
。
な
か
に
は
、
『
重
大
な
る
結
果
L

と
い
う
言
葉

E
2
2に
よ
っ
て
、
日
本
致
事
自
ら
『
白
米
紳
士
協
宙

定
」
を
破
棄
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
お
粗
末
な
議
論
を
展
開
し
、
日
本
人
移
民
の
排
斥
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
議
員
す
ら
い
た
@

こ
れ
ら
の
演
説
に
対
し
て
、
少
数
な
が
ら
疑
問
を
投
げ
か
け
る
議
員
も
い
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
一
議
員
は
、
-
我
々
が
日
本
人
移
民
を
排

斥
す
る
の
な
ら
ば
、
ぞ
れ
が
正
当
な
と
と
で
あ
り
、
ま
た
合
衆
国
と
そ
の
国
民
に
と
っ
て
公
平
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
お
い
て

一一'

行
お
う
で
は
な
い
か
。
日
本
大
使
か
ら
の
書
簡
を
、
我
々
が
今
日
取
る
行
動
の
湿
幽
に
す
る
の
は
や
め
よ
う

L

と
訴
え
た
。
さ
ら

に
、
可
埴
原
書
簡
」
に
対
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
あ
る
議
員
が
主
事
し
て
い
る
よ
う
な
、
日
本
大
使
か
ら
の
書
簡
が
紳
士
協
定
〔
一
九
O
八
年
「
日
米
紳
士
協
定
L
l
l
引
用
者

注
}
を
破
棄
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
紳
士
協
定
を
破
棄
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
我
々
が
破
棄
す
る
こ
と
に
対
す
る
強
い
抗
議
な
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
『
隠
蔽
さ
れ
た
脅
迫
』
な
ど
で
は

回7

な
く
、
使
用
さ
れ
て
い
る
字
句
は
所
々
強
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
、
お
よ
び
園
民
に
対
し

て
礼
を
失
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
〔
埴
原
大
使
1
1
引
用
者
注
〕
は
、
差
別
さ
れ
、
民
族
の
誇
り
を
傷
つ
げ
ら
れ
る
ζ

と
に



". 

:
:
大
使
が
述
ぺ
た
言
語
に
、
日
米
が
戦
争
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
『
隠
蔽
さ
れ
た
脅

迫
』
が
合
意
さ
れ
て
い
た
と
は
全
〈
思
え
な
い
。
彼
は
、
結
果
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
だ
砂
な
の
で
あ
る
a

我
々
が
、
誇
り

高
い
人
種
を
不
必
要
な
行
動
で
傷
つ
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
そ
の
結
果
は
貿
易
ゃ
、
通
商
に
お
い
て
『
重
大
』
と
な
る
か
も
し

一一旦

れ
な
い
の
で
あ
る
J

対
し
て
、
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

ll~ 

ニュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ
l
州
選
出
の
共
和
党
諸
員
モ
l
ぜ
ス

(Gg門
岡
市
国
富
。
紹
m)

も
、
「
重
大
な
る
結
果
L

と
い
う
字
句
の
ど
こ
が

8
 

「
『
隠
蔽
き
れ
た
』
脅
迫
L

な
の
か
を
ロ
ッ
ジ
議
員
に
闘
い
か
砂
た
。
と
れ
に
対
し
ロ
ッ
ジ
議
員
は
、
『
重
大
な
る
錨
果
」
と
い
う
字
匂

は
、
「
ア
メ
リ
カ
は
、
寸
$
そ
申
宅
L

ン
ロ

1
.
ド
ク
ト
リ
ン
の
侵
犯
に
無
関
心
に
は
い
ら
れ
な
い
L

という一文す文A
句
の
吋
d侃

(宮。自同坦
E単只5只6呈M昇舟=『見灼
a嗣M凶同凶時吋邑《色凶詞呈i
笹自色色』
R
司笥凶屑杓
0包
)
と
い
う
字
句
k
岡
じ
ぐ
ら
い
護
に
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
外
受
上
に
お
い
て
も
そ
の
窓
味

g
 

ず
る
こ
と
砿
明
白
で
あ
る
と
答
え
た
。
明
ら
か
に
P

ッ
ジ
議
員
は
、
明
確
な
回
答
を
遊
砂
て
い
る
。
畏
い
問
、
外
交
委
員
長
と
し
て
の

経
験
が
あ
る
ロ
ッ
ジ
自
身
が
、
「
塩
原
書
簡
」
の
な
か
に
書
か
れ
て
い
た
寸
重
大
な
る
結
果
」
と
い
う
字
匂
は
全
く
威
嚇
的
な
委
棄
を
持

@
 

た
な
い
と
い
う
と
と
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

陰維学法戸神

ア
ラ
パ
マ
州
選
出
の
民
主
党
議
員
ヘ
プ
リ
ン
ロ
ッ
ジ
議
員
を
筆
頭
と
す
る
ほ
と
ん
ど
の
共
和
党
議
員

が
、
寸
重
大
な
る
結
果
」
が
「
隠
蔽
さ
れ
た
脅
迫
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
と
じ
っ
け
だ
と
知
つ
て
の
行
動
で
あ
る
と
見
依
い
て
い
た

ヘ
フ
リ
ン
議
員
は
次
の
よ
う
な
演
説
を
行
っ
た
a

-
E
8
8』
民
m
b
b
a
v
も
、

ょ
う
で
あ
る
a

こ
の
点
に
関
し
て
、

「
共
和
党
が
、
先
週
一
生
懸
命
に
押
し
進
め
て
い
た
立
場
を
、
今
週
に
な
っ
て
突
然
改
め
る
の
は
、
実
に
滑
稽
だ
a
:

カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
の
共
和
党
議
員
が
、
我
々
を
と
も
に
こ
の
共
和
党
ジ
ヤ
ツ
プ
協
定
〔
一
九

O
八
年
1

日
米
紳
士
協
定
」

引
用
者
注
〕
に
扱
い
を
挑
み
、
ア
メ
リ
カ
の
権
利
を
守
る
側
に
付
い
た
が
他
の
共
和
党
議
員
は
い
ぎ
こ
の
問
題
に
は
勝
ち
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園
が
な
い
、
し
か
も
圧
倒
的
に
負
砂
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
、
今
朝
に
な
っ
て
秘
密
協
識
を
急
い
で
鯛
き
、
そ
の
直
荏

に
突
然
立
場
を
変
え
て
ジ
ヤ
ツ
プ
大
使
が
奮
い
た
こ
と
に
周
専
を
感
じ
た
と
冒
う
の
だ
。
し
か
し
、
何
故
、
大
統
領
の
選

-E 

挙
戦
が
開
始
さ
れ
る
直
前
に
な
っ
て
、
日
本
犬
僚
が
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
侮
辱
を
感
じ
た
と
い
う
ふ
り
を
し
、
今
に
な
っ
て

B
 

突
然
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
〔
傍
点
l
l
引
用
者
〕
」

後
述
す
る
が
、

ヘ
フ
り
ン
議
員
が
述
べ
だ
「
今
朝
に
な
っ
て
』
突
然
防
か
れ
た
1

秘
密
協
騒
」
の
な
か
で
、
「
排
日
ロ
移
民
訟
」
の
成
立

は
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
B

事
実
、
ロ
ッ
ジ
が
「
楢
原
書
簡
」
の
内
容
を
取
り
上
げ
た
四
月
一
四
日
の
朝
、
共
和
党
議

員
は
秘
密
協
識
を
開
い
て
お
り
、
そ
の
直
後
に
、
日
本
人
移
民
の
排
斥
に
反
対
ま
た
は
消
極
的
で
あ
っ
た
共
和
党
館
員
は
、
挙
っ
て
そ

の
立
場
を
急
転
周
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

四
月
-
五
日
に
リ
ー
ド
議
員
は
、
新
し
い
移
民
法
修
孟
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
修
孟
案
に
は
、
下
院
で
可
決
さ
れ
た
移
民
法

8
 

家
と
司
し
よ
う
に
、
「
帰
化
資
格
の
な
い
外
園
人
の
入
国
は
認
め
な
い
L

と
い
う
「
排
日
条
項
L

が
含
ま
れ
て
い
た
e

と
の
直
後

J
新

一一層

リ
ー
ド
修
正
案
し
は
、
正
式
な
採
決
を
せ
ず
に
多
数
議
員
の
支
持
を
得
て
い
る
も
の
と
し
て
上
院
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時

コ
ル
ト
k
ス
タ
ー
リ
ン
グ
議
員
が
た
ま
た
ま
出
席
し
て
い
払
低
か
っ
た
た
め
、
商
議
員
砿
採
択
に
異
撃
申
し
立
て
を
し
、
そ
の
他
何
回
無
「
新

一層

リ
l
ド
修
正
案
し
は
翌
日
、
正
式
な
投
票
に
か
け
ら
れ
る
ζ
と
に
な
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
同
修
正
案
に
反
対
す
る
と
い
う
象

B
 

徴
的
な
意
味
合
い
し
か
な
〈
、
七
一
対
四
(
棄
権
-
一
ご
で
可
決
き
れ
た
・
こ
れ
に
よ
っ
て
連
邦
隠
会
に
お
い
て
日
本
人
移
民
の
排

斥
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
『
緋
白
移
民
法
」
は
上
院
で
ほ
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
目
本
政
府
の
期
待
は
、
一
瞬

の
う
ち
に
崩
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

;~ 

オ，
た周

富里
』七
で日
はに
な埴
い原

と大
弁使
明ほ
す
るヒ
とュ
と l
もズ

RE 
い長
か官
にに

主喜
z主
より
う
にそ

襲2
でか
きで
る『
の重
か大

量2
し績
か果
ね L

ると
と U孟
痛う

官害
訴が
え 1

tEB聾
ヒ書
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ュ
ー
ズ
国
務
畏
官
も
、
埴
原
大
使
の
一
言
い
分
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
こ
の
段
階
で
は
も
は
や
な
す
術
も
な
く
、
た
だ
書
簡
の
写
し
を

三
日
後
の
ニ

O
日
に
上
院
に
送
付
し
た
だ
け
で
あ
っ
師
。
し
か
し
、
よ
院
で
そ
の
書
簡
に
つ
い
て
触
れ
る
暢
員
は
一
人
も
な
く
、
「
排
日

直

条
項
」
は
も
う
過
ぎ
た
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

一恩

「
排
日
条
項
し
が
挿
入
さ
れ
た
上
院
の
移
民
法
案
に
は
、
き
ら
に
い
く
つ
か
の
修
正
を
加
え
ら
れ
た
@
そ
の
結
果
、
当
初
規
定
さ
れ

て
い
た
一
九
-
口
年
の
国
勢
関
査
も
、
四
月
一
七
日
の
投
票
(
四
三
対
三
一
-
一
)
で
、
一
八
九

O
年
の
国
勢
調
査
に
変
え
ら
れ
、
各
国
へ

の
割
当
も
一
一
%
で
最
終
的
に
決
着
を
見
捕
。
こ
の
形
と
な
っ
て
移
民
法
案
砿
、
翌
日
の
一
八
日
に
投
票
に
か

P
り
れ
、
六
一
一
対
二
ハ
(
棄

Ag 

権
二
八
)
で
可
決
さ
れ
、
同
時
に
下
院
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
移
民
法
案
を
上
院
で
は
採
用
し
な
い
ζ
と
も
決
定
さ
れ
た
・

ζ

の
決
定
を

受
砂
、
双
方
の
移
民
法
案
の
内
容
を
統
-
し
、
両
院
の
移
民
法
案
を
}
本
化
す
る
た
め
の
両
院
協
議
会
(
旬
。
民
同
わ
。
邑
R
2
5
)
が
開

一望

催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
排
員
条
項
」
に
関
し
て
は
、
両
院
の
移
民
法
案
の
開
花
相
違
が
な
か
っ
た
た
め
、
協
型
事
韓
議
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
両
院
協
議
会
で
起
草
さ
れ
る
最
終
的
な
移
民
法
案
の
な
か
に
1

排
日
条
項
L

が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

e
l
-
-

っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
唯
一
『
排
日
条
項
L

を
葬
る
手
段
と
し
て
望
み
を
託
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
統
領
の
介
入
、
す
な
わ
ち
握
吉
権

n. 2怠雑学法戸

の
発
動
だ
凶
り
で
あ
っ
た
固

神

ク
ー
リ
ツ
ジ
大
統
領
は
、
四
月
末
に
両
院
協
聖
去
が
開
催
さ
れ
て
か
ら
や
っ
と
重
い
腰
を
起
こ
し
、
日
米
関
係
を
悪
化
さ
せ
か
ね
な

一一Eご

い
こ
の
事
継
を
収
拾
し
よ
う
を
、
は
じ
め
て
直
接
的
な
介
入
を
試
み
た
a

彼
は
、
岡
本

E府
と
正
式
の
協
議
を
経
て
か
ら
寸
日
米
綿
士A5 

協
定
し
を
破
棄
し
た
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
-
排
日
条
項
」
の
実
施
を
-
九
-
一
六
年
三
月
一
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
下
院
の
協
議
会
委
員
は
、
そ
の
聞
に
大
統
領
が
寸
俳
画
条
項
」
の
代
わ
り
と
な
る
移
民
条
約
に
よ
っ
て
、
閏
本
人
移
民
を
規

信

制
す
る
と
い
っ
た
内
容
の
修
正
を
両
院
協
議
会
の
移
民
法
案
に
加
え
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
そ
の
要
求
を
断
周
と
し
て
退
行
た
a

事
実
、

タ

l
リ
ッ
ジ
大
統
領
は
、
そ
の
よ
う
な
修
主
条
項
を
持
久
し
よ
う
と
一
時
は
考
え
も
し
た
が
、
そ
の
実
行
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
た

ae 

五
月
二
日
の
盛
時
点
で
、
そ
の
計
画
を
断
念
し
て
い
る
a

次
に
ク
l
リ
ヲ
ジ
は
、

J
排
日
条
項
」
の
施
行
日
を
一
九
二
五
年
五
月
一
自
に
し
、
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日
本
人
移
民
に
も
そ
の
日
ま
で
は
割
当
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
施
存
目
を
延
期
す
る
こ
し
乙
で
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
「
日
米

綿
士
悔
定
』
の
一
方
的
な
破
棄
を
、
少
な
く
し
乙
も
正
式
な
外
交
的
手
続
き
を
経
て
行
お
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
両
院
協
離
会
の
委
員

は
、
こ
の
要
求
を
五
月
七
日
に
承
諾
し
、
そ
の
旨
を
論
会
に
伝
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
延
期
業
に
対
し
て
ア
院
は
、
-
九
一
対
一
七
一

(
棄
権
七
日
で
反
対
す
る
こ
と
を
昔
、
丙
事
豊
富
の
移
民
法
案
は
再
び
協
議
会
に
差
し
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
師
。
結
局
、
両

院
協
議
会
は
ク
リ
ツ
ジ
大
統
領
の
要
求
を
退
け
、
下
院
の
移
民
法
案
で
最
初
に
規
定
さ
れ
て
い
た
通
り
、
一
九
二
四
年
七
月
一
日
か

ら
の
実
施
で
最
終
的
主
暴
走
至
つ
目
。
こ
の
合
審
草
は
、
五
月
一
豆
白
に
よ
下
両
院
で
投
票
に
か
け
ら
れ
た
結
果
、
下
院
で
三
O
八

対
六
一
一
〔
棄
権
六
一
三
、
上
院
で
六
九
対
九
(
棄
権
一
八
}
で
了
承
さ
れ
回
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
同
移
民
法
案
は
大
統
領
の
署
名
を
待
つ

だ
け
と
な
っ
た
。
結
局
、
大
統
領
は
両
院
の
強
麗
な
姿
勢
に
屈
し
、
署
名
演
説
の
な
か
で
寸
排
日
条
項
」
に
対
す
る
不
満
を
述
ぺ
な
が

ら
も
、
現
行
の
移
民
法
の
失
効
期
限
が
迫
っ
て
い
る
以
上
、
新
移
民
法
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
五
月
二
六
日
に
同
移
民
法

E
 

案
に
署
名
し
た
。
と
れ
を
も
っ
て
同
移
民
法
案
は
、
定
式
に
三
九
三
四
年
I

米
国
軍
民
法
」
と
し
て
七
月
一
日
か
ら
施
有
さ
れ
る
と
と

に
な
り
、
白
木
人
移
民
の
排
斥
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
制
。

ク
1
リ
ッ
ジ
大
統
領
は
、
拒
脊
権
の
発
動
も
一
時
は
考
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ジ
議
員
か
ら
腸
会
の
オ
バ
・
ラ
イ
F
は
必

歪
で
あ
る
と
い
う
響
告
を
受
防
て
そ
れ
を
断
念
し
、
最
終
的
に
署
名
花
応
じ
た
の
で
あ
泊
。

思 1

三
、
『
縛
同
移
民
議
』
成
立

l
ー
そ
の
圏
内
政
治
的
要
函

l
l

最
後
に
大
き
な
疑
問
が
一
つ
残
る
a

何
故
、
日
本
人
移
民
の
排
斥
に
反
対
し
て
い
た
共
和
党
の
上
院
議
員
が
、
突
如
と
し
て
そ
の
態

度
を
翻
し
た
の
か
。
従
来
の
歴
史
解
釈
で
は
、
ロ
ッ
ジ
議
員
の
演
説
を
聞
い
た
他
の
共
和
党
議
員
が
彼
の
主
張
に
動
か
さ
れ
た
結
果
と

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
1

埴
原
書
簡
し
が
際
会
の
立
法
を
左
右
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
介
入
が
圃
家
主
権
を
侵
犯
す
る
脅
迫
的

干
渉
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
一
九
O
八
年
の
寸
日
米
紳
土
協
定
」
の
存
続
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
む
を
得
な
く
目
本
人
移
民



四

の
排
斥
に
賛
成
す
る
立
場
に
回
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
通
説
的
見
解
は
、

に
残
し
て
い
る
。

第
-
に
、
「
埴
原
書
簡
」
は
議
会
に
送
ら
れ
た
後
、
ぞ
れ
に
つ
い
て
誰
-
人
言
及
す
る
と
と
な
く
、
一
一
一
日
間
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
問
述
の
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
は
-
度
援
会
の
な
か
で
朗
摸
さ
れ
た
よ
、
議
会
議
事
録
に
も
掲
載
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
内
容
は
全
て
の
議
員
に
と
っ
て
既
知
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
「
重
大
な
る
結
果
し
と

い
う
字
句
が
明
ら
か
に
1

隠
蔽
さ
れ
た
脅
迫
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
早
い
段
階
で
議
員
か
ら
の
反
発
が
見
ら
れ
る
の
が
自
然
で

は
な
か
ろ
う
か
@
し
か
し
な
が
ら
、
排
日
を
強
〈
押
し
進
め
て
い
た
フ
ィ
l
ラ
ン
元
塞
邦
よ
院
議
員
で
さ
え
、
「
植
原
書
簡
」
は
普
通
の

抗
議
書
で
あ
り
、
別
に
特
異
な
も
の
で
は
な
い
巴
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に

T院
で
は
、
そ
の
書
簡
に
関
し
て
一
曾
も
触
れ
ず
に
、
上
院
よ

り
も
一
足
先
に
「
排
日
移
民
法
」
を
可
決
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
未
解
決
の
ま
ま

江川言奉雑学

第
三
に
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
が
、
一
度
「
埴
原
書
簡
し
に
自
を
通
し
た
後
、
そ
の
ま
ま
書
簡
の
写
し
を
議
会
に
送
付
し
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
今
回
の
1

植
原
書
簡
」
は
、
ヒ
ュ
ー
ズ
に
宛
て
た
個
人
的
な
書
簡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
交
に
熟
練
し
て
い
る
ヒ
ュ

ズ
が
「
重
大
な
る
結
果
L

と
い
う
字
句
に
問
題
を
感
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
削
除
を
求
め
る
な
り
、
書
簡
の
受
理
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る

畠

な
り
の
対
処
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
a

こ
の
点
げ
私
闘
し
て
、
法
律
家
の
タ
フ
ト
も
問
機
な
疑
問
を
授
げ
か
け
て
い
る
。
以
前

に
も
、
国
語
曹
長
官
が
字
句
の
適
切
で
な
い
書
簡
を
訂
正
さ
せ
た
事
例
は
あ
っ
た
。
一
九
一
三
年
に
『
第
}
次
排
日
土
地
法
し
が
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
で
成
立
し
た
際
、
当
時
の
国
務
長
官
ブ
ラ
イ
ア
ン
は
、
珍
田
駐
米
大
使
が
送
っ
た
抗
議
書
簡
を
、
字
句
が
強
面
で
適

切
で
は
な
い
と
草
案
段
階
で
修
正
さ
せ
て
い
る
。
ヒ

Z
1ズ
国
務
長
官
に
も
こ
の
選
択
肢
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
@

第
三
一
に
、
こ
の
書
簡
が
ヒ
ュ
ー
ズ
個
人
に
宛
て
た
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
別
に
そ
れ
を
魯
会
に
送
付
し
な
げ

れ
ぽ
な
ら
な
い
義
務
は
ど
乙
に
も
な
く
、
「
重
大
な
る
結
果
」
と
い
う
字
句
が
、
議
会
に
対
す
る
脅
迫
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で

白
川
担

あ
る
。
こ
の
点
も
タ
フ
ト
が
鋭
〈
指
摘
し
て
い
る
。

法戸神
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第
四
に
、
ど
の
醸
員
も
、
「
埴
原
書
簡
」
と
同
時
期
に
醗
会
に
居
砂
ら
れ
た
イ
タ
リ
ア
と
ル
ー
マ
ニ
ア
か
ら
の
抗
議
香
に
は
、
一
度
も

胃
及
す
る
と
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
八
九
口
年
の
国
勢
調
査
の
使
用
に
反
対
し
て
送
ら
れ
た
両
国
か
ら
の
書
簡
は
、
議

会
の
行
動
を
1

公
平
き
に
欠
け
、
友
好
固
に
損
傷
を
与
え
る
た
め
の
立
雇
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
-
埴
原
書
簡
L

と
比
較
し
て
も
、
よ
り

一一限

強
硬
な
態
度
で
新
移
民
法
案
に
抗
議
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
抗
議
書
昼
間
隊
、
よ
り
大
き
く
ア
メ
リ
カ
の
立
法
権
に
陪
み
込
む
も
の
で
あ

り
、
国
家
主
権
を
侵
す
不
当
な
介
入
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
畿
会
か
ら
あ
が
っ
て
何
ら
木
恩
畿
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
議
会
は
そ

れ
に
あ
え
て
言
及
す
る
と
と
な
く
、
逆
に
ヒ
ュ
ー
ズ
個
人
に
送
ら
れ
た
「
埴
原
書
簡
」
の
『
震
大
な
る
結
果
し
と
い
う
一
句
を
「
排
日

条
項
」
の
成
立
を
正
当
化
す
る
理
由
に
用
い
た
。

第
五
に
、
ロ
ッ
ジ
議
員
の
歯
理
に
対
し
て
、
ス
タ
リ
ン
グ
や
ヘ
プ
リ
ン
議
員
な
ど
が
明
ら
か
に
首
宵
し
か
ね
て
い
る
点
で
あ
る
。

阿
齢
員
の
演
説
は
、
ロ
ッ
ジ
鵠
員
の
解
釈
が
こ
じ
つ
け
で
あ
る
と
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、
外
交
に
熟
練
し
た
マ
ク
マ

レ
l
極
東
部
長
も
、
寸
排
日
移
民
法
」
の
成
立
後
に
埴
原
大
使
の
訪
問
を
受
付
て
、
『
重
大
な
る
結
果
」
の
解
釈
に
疑
問
を
呈
し
、
同
移

g
 

民
法
の
成
立
が
書
昼
間
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
誇
事
実
は
、
ロ
ッ
ジ
援
員
の
説
得
に
ほ
と
ん
ど
の
議
員
が
動
か
さ
れ
、
「
排
日
移
民
法
L

の
成
立
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
通
鋭

的
解
釈
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
充
分
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
ロ
ッ
ジ
議
員
が
以
前
に
、
自
ら
1

重
大
な
る
結
果
」

と
い
う
字
句
を
連
邦
職
会
に
お
い
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
掲
揚
す
る
必
要
-
か
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
の
「
学
童

隔
離
事
件
し
を
受
砂
て
行
わ
れ
た
-
九
O
六
年
一
一
一
月
三
日
の
連
邦
特
別
蹴
会
に
お
砂
る
ロ
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
の
開
会
演
説
で

通

ロ
ッ
ジ
議
員
除
、
こ
の
演
説
を
犬
統
語
と
と
も
に
起
草
し
た
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
一
旬
が
含
ま
れ
て
い
た
。

の
こ

k
で
あ
っ
た
。

開

「
〔
目
本
人
移
民
に
対
す
る

1
1引
用
者
注
〕
敵
怠
は
、
議
々
の
国
民
と
し
て
の
信
用
を
長
い
に
傷
つ
砂
、
我
が
圃
に
対
す
る
『
最

も
重
大
な
る
結
果
(
一

E
E
E
i
E
n
gど
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
戸
。



拙

ロ
ッ
ジ
議
員
は
と
の
自
ら
起
草
し
た
文
章
に
お
い
て
、
日
本
人
を
差
別
す
る
と
と
区
よ
っ
て
、
日
米
の
友
好
関
係
が
損
立
わ
れ
る
た

め
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
結
果
を
箸
告
し
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
戦
争
を
合
意
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
.
と
の
事
実
を
顧
み
る

と
き
、
ロ
ッ
ジ
議
員
の
守
埴
原
番
簡
L

の
暦
句
に
対
す
る
主
葺
と
整
合
性
を
欠
〈
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
ラ
位
、
遇
税
で
は

充
分
に
説
明
で
き
な
い
事
実
が
余
り
に
も
多
く
脊
在
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
当
初
「
排
日
条
項
」
に
反
対
し
て
い
た
一
部
共
和
党
離
員
が
突
然
立
場
を
改
め
た
本
当
の
理
由
は
、
測
に
あ
る

も
の
と
考
え
る
の
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
。
「
排
日
移
民
法
」
が
、
『
壇
原
審
問
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
解
釈
に
疑
問
主
げ
か

砂
る
研
究
は
、
少
な
い
な
が
ら
も
存
在
す
目
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
週
説
に
代
わ
る
説
明
を
待
っ
た
も
の
は
な
い
℃
た
だ
、
ポ
ー

ル
の
み
が
、
共
和
党
秘
密
協
語
に
『
排
日
移
民
法
」
成
立
の
核
心
が
あ
る
と
し
ζ

を
示
唆
し
て
い
る
が
、
彼
も
、
こ
の
秘
密
協
議
が
1
植

原
書
簡
」
が
送
付
さ
れ
た
こ
左
を
受
砂
て
開
催
き
れ
た
と
し
て
お
り
、
「
排
日
移
民
法
」
成
立
の
原
因
そ
の
も
の
は
、
従
来
の
解
釈
遇
り
、

8
 

「
埴
原
書
簡
し
の
字
句
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

以
上
の
事
実
を
、
ヘ
フ
リ
ン
議
員
が
行
っ
た
訪
問
述
の
演
説
と
合
わ
せ
て
考
虐
す
る
と
、
問
題
の
核
心
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
鍵
を

見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
ヘ
フ
リ
ン
議
員
は
、
「
リ
l
F修
主
家
」
が
授
票
に
か
げ
ら
れ
る
前
日
の
四
月
一
四
日

に
行
わ
れ
た
共
和
党
秘
密
協
議
の
産
後
か
ら
、
「
排
目
条
項
」
に
対
す
る
共
和
党
の
立
場
が
急
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
皮
肉
っ
て
い
る
a

こ

の
密
密
協
議
に
注
目
し
、
当
時
の
政
治
情
勢
を
者
虐
し
つ
つ
、
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
お
き
た
い
・

ロ
ッ
ジ
議
員
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
秘
密
協
轟
は
、
六
紙
面
選
挙
と
連
邦
職
員
選
挙
を
ひ
か
え
た
微
妙
な
時
期
に
、
日

本
人
移
民
を
め
ぐ
る
移
民
問
題
花
よ
っ
て
党
内
の
結
束
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
を
莫
の
目
的
と
し
て
い
た
。
も
と
も
左
、
酉
部

諸
州
を
中
心
に
勢
力
を
持
つ
旧
革
新
系
派
共
和
党
議
闘
の
覚
に
対
す
る
忠
誠
心
が
低
い
上
に
、
こ
れ
ら
の
議
員
は
里
圭
雪
一
致
団
結

し
て
日
本
人
移
民
の
俳
斥
を
訴
え
て
い
た
。
も
し
排
日
問
題
で
他
地
域
か
ら
の
共
和
党
議
員
が
反
対
の
立
場
を
固
持
し
つ
づ
け
れ
ば

昌

一
九
一
二
年
の
時
の
よ
う
に
共
和
党
は
分
裂
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
カ
リ
フ
寸
凡
ニ
ア
州
選
出
の
ジ
ョ
シ
ソ
ン
議
員
が

"机誌雑学法戸仰
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旧
革
新
派
系
共
和
党
の
独
立
候
補
と
し
て
大
統
領
選
替
に
出
属
す
る
と
と
は
必
歪
で
あ
り
、
彼
の
当
選
は
到
底
無
理
で
は
あ
る
が
、
民

主
党
候
補
が
当
選
す
る
と
い
う
結
果
を
招
く
こ
と
は
ほ
ぽ
間
違
い
な
か
っ
た
。
ロ
ッ
ジ
議
員
は
、

ζ

の
巌
悪
の
事
館
を
避
け
る
た
め
に

も
、
日
本
人
移
民
問
題
に
関
し
て
東
部
諸
州
か
ら
の
共
和
党
議
員
に
妥
協
す
る
と
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

と
の
ロ
ウ
ジ
議
員
の
要
求
に
、
東
部
鰭
州
の
共
和
党
議
員
が
や
が
て
応
じ
た
理
由
に
は
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
国
同
問
題
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
ハ
デ
イ
ン
グ
政
権
時
に
起
き
た
三
つ
の
汚
職
事
件
で
も
一
番
問
題
と
さ
れ
、
注
目
を
裕
ぴ
た
「
テ
ィ
ー
ポ
ッ
ト

-
F
lム

ae 

油
困
疑
獄
L

で
あ
る
。
こ
の
1

テ
ィ
ー
ポ
ッ
ト
・
ド
ー
ム
油
国
疑
語
」
の
発
端
、
お
よ
び
事
件
の
経
過
を
概
略
す
る
。

一
九
二
一
年
に
ハ
デ
イ
ン
グ
が
大
統
領
に
就
雇
す
る
と
、
彼
は
直
ち
位
フ
ォ
ー
ル

S
F
E
回
目
ロ
)
連
邦
上
院
議
員
を
内
務
長

官
に
任
命
し
た
。
フ
ォ
ー
ル
内
務
長
官
は
、
一
方
で
国
立
長
園
の
必
要
性
を
訴
え
て
そ
の
設
立
に
努
め
た
が
、
他
方
で
環
績
保
護
な
ど

に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
連
邦
政
府
が
所
有
す
る
土
地
に
あ
る
油
田
は
、
民
間
企
業
に
よ
っ
て
宜
ち
に
開
発
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
政
府
が
保
有
す
る
油
国
は
、
当
時
海
軍
省
の
管
絡
に
あ
り
、
そ
れ
を
開
発
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
油
田
の
管
抽
帽
を
内
務
省
に
移
す
必
要
が
あ
っ
た
。
フ
才
!
ル
は
、
隣
接
す
る
私
有
地
に
右
泊
が
漏
れ
出
な
い
よ
う
位
す
る
に
は
、
管

縛
が
内
務
省
に
あ
る
方
が
い
い
と
主
張
し
、

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
し
と
デ
ン
ピ

1
(開
門
吉
田
口

ge三
海
軍
長
官
は
、
こ
の
説
得
に
応

じ
た
。
油
国
の
管
轄
権
を
得
た
フ
ォ
ー
ル
は
、
公
隣
人
札
も
行
わ
ず
に
ワ
イ
オ
l
ミ
ン
グ
州
、
テ
イ
ポ
ッ
ト

-
v
r
l
ム
に
あ
る
政
府

が
保
有
す
る
油
田
の
開
発
植
を
、
知
人
の
シ
ン
ク
レ
ア
(
国
間
弓

ω日
目
。
笹
円
)
が
校
長
を
務
め
る
米
国
大
手
の
石
油
会
誌
シ
ン
ク

ν

ア
合
弁
右
治
会
社

(ω必
需
宮
町

p
a
o
E
m
g
a
O己
打
。
)
に
与
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゥ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
選
出
の
共
和
党
上
院

議
員
ラ
フ
ォ
レ
ッ
ト
〈
悶
O
T
2
富
岡
ゐ
司
o
-
Z
3
0
)
は
、
環
境
破
壊
に
つ
留
が
る
と
し
て
反
発
し
、
両
者
の
取
引
を
調
査
す
る
た
め
の

8
 

上
院
調
査
委
員
会

G
E誌
1
5
a何
回
巴

S
E
E
E
5
0
)
の
発
足
を
求
め
た
。
こ
の
要
請
に
従
い
、
モ
ン
タ
ナ
州
選
出
の
民
主
党

上
院
議
員
ウ
オ
ル
シ
ユ
(
臣
E
E
乙
4
3
E
)
が
率
い
る
上
院
調
査
委
員
会
は
、
一
九
三
三
年
九
月
か
ら
公
聴
会
を
開
始
し
た
。

フ
ォ
ル
内
務
長
官
も
、
周
年
三
月
に
辞
任
し
て
い
た
a

回

な
お

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
は
同
年
八
月
に
す
で
に
死
去
し
て
お
り
、



描

一
九
二
四
年
一
月
に
は
、
公
聴
会
で
の
証
言
な
ど
か
ら
、
フ
ォ
ー
ル
前
内
務
長
官
が
風
資
と
い
う
架
空
の
名
目
で
、

から一一一

O
万
ド
ル
以
上
に
も
よ
る
多
額
の
賄
賂
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
れ
が
、

Jγ
ィ
l
ポ
ッ
ト
・
ド
ー
ム

泊
回
疑
獄
」
の
発
端
で
あ
る
e

委
員
会
の
調
査
は
、
1

排
日
移
民
法
」
の
審
議
に
並
行
す
る
形
で
徐
々
に
拡
大
さ
れ
、
最
終
的
に
は
現
役

長
官
の
問
で
、
ど
こ
ま
で
荷
職
が
広
が
ヲ
て
い
る
の
か
と
い
う
事
実
を
究
明
す
る
と
L

と
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

二
月
一
一
回
目
に
は
、
デ
ン
ピ

l
潟
軍
長
官
も
泊
四
の
管
轄
を
内
蕩
脅
に
移
し
た
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
静
佳
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
、

「
埴
原
書
簡
」
の
写
し
が
議
会
に
送
ら
れ
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
、
現
役
の
メ
ロ
ン
〈
〉
邑
吊
d

司
君

p
h
m
F
ロ
)
財
務
長
官
に

も
調
査
委
員
会
の
捜
査
は
向
防
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
・
ク
リ
ッ
ジ
大
統
領
は
、
調
査
葺
員
会
の
行
動
に
対
し
、
合
殺
菌
室
憲
法
で
保

障
さ
れ
た
現
役
長
官
に
関
す
る
個
人
的
権
利
を
著
し
〈
犯
す
も
の
だ
と
し
て
、
断
圃
と
し
て
捜
査
を
許
き
ず
、
民
主
党
鴇
員
L

乙
激
し
く

シ
ン
ク
レ
ア
氏

四害事雑

対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

学

な
お
、
最
終
的
に
フ
才
ル
元
内
務
長
官
は
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
、
懲
役
一
年
の
実
刑
判
決
、

お
よ
び
一

O
万
ド
ル
の
罰
金
を
言

法

い
渡
き
れ
、
泊
困
疑
獄
は
結
末
を
見
た
。

こ
の
よ
う
に
、
民
主
党
議
亘
が
中
心
ど
な
っ
て
率
凶
て
い
た
上
院
爾
査
委
員
会
の
捜
査
は
、
現
役
長
官
に
及
ぶ
ま
で
に
発
展
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
も
し
、
汚
職
が
フ
ォ
ー
ル
一
元
内
務
長
官
以
外
に
も
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
発
覚
し
た
な
ら
ば
、
共
和
党
政
権
そ

の
も
の
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
い
う
疑
惑
が
浮
上
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
重
大
な
責
任
を
負
う
ク
1
リ
ッ
ジ
大
統
領
は
お
ろ
か
、
今
年
が

選
挙
の
年
に
な
っ
て
い
る
共
和
党
議
員
の
再
選
も
極
め
て
困
難
に
な
る
。
そ
こ
で
共
和
党
の

f
メ
i
ジ
の
低
下
を
防
ぎ
、
国
民
の
信
頼

を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
調
査
が
と
れ
以
上
鉱
大
す
る
の
を
阻
止
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
上
院
の
共
和
党
議
員
は

一
丸
と
な
っ
て
民
主
党
議
員
に
立
ち
向
か
う
必
要
が
あ
り
、
商
都
信
州
選
出
の
共
和
党
議
員
の
協
力
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な

る
・
そ
れ
を
充
分
に
承
知
し
て
い
た
酉
都
諸
州
議
員
は
、
こ
の
問
題
に
協
力
す
る
と
い
う
約
束
と
引
き
替
え
に
、
-
排
回
条
項
L

の
挿
入

を
秘
密
協
議
会
で
要
求
し
た
可
能
性
が
高
い
。
日
本
人
移
民
の
排
斥
に
反
対
し
て
い
た
共
和
党
議
員
も
自
分
の
再
選
す
ら
危
う
〈
な

戸神
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る
と
い
う
危
銭
感
か
ら
、
政
治
生
命
に
与
え
る
ダ
メ
ジ
が
も
っ
と
も
小
さ
い
日
本
人
移
民
問
題
に
お
い
て
、
西
部
諸
州
畿
員
の
要
求

に
応
じ
る
妥
協
を
受
げ
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
度
と
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
し
ま
え
ば
、
残
る
問
題
は
一
つ
で
あ
る
。

国7

つ
い
先
ほ
ど
ま
で
日
本
人
移
民
の
排
斥
に
強
〈
反
対
し
て
い

た
議
員
の
立
場
の
急
転
換
を
、
い
か
に
し
て
国
民
の
前
で
正
当
化
す
る
か
。
こ
こ
で
、
自
ら
も
日
本
人
移
民
の
排
斥
を
訴
え
て
い
た
ロ

ッ
ジ
議
員
が
、
三
目
前
か
ら
離
会
議
事
録
に
掲
駁
さ
れ
て
い
た
「
檀
扉
書
昼
間
」
を
持
ち
出
し
、
『
重
大
台
る
結
果
L

と
い
う
字
句
の
言
葉

周
え
防
を
と
ら
え
て
、
と
れ
が
戦
争
を
示
唆
す
る
1

憶
蔽
さ
れ
た
脅
迫
」
で
忘
る
と
い
う
勝
手
な
解
釈
を
理
由
に
す
る
ご
と
を
提
案
し

8
 

た
と
考
え
る
の
が
、
最
も
整
合
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
町
伸
一
教
授
も
論
じ
る
よ
う
に
、
外
受
に
あ
る
程
度
週
じ
て
い
る
者
な
ら
、

全
体
的
に
穏
や
か
合
調
子
で
脅
か
れ
て
い
た
同
書
簡
が
、
『
隠
蔽
さ
れ
た
脅
迫
」
の
意
味
合
い
な
ど
全
く
含
ん
で
紘
お
ら
ず
、
ロ
ッ
ジ
議

。，

員
の
主
蚕
が
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
目
瞭
然
の
は
ず
で
あ
る
@
し
か
し
、
民
主
党
議
員
も
寸
排
日
条
項
L

の
挿
入

を
政
党
綱
領
に
掲
げ
て
い
た
た
め
、
共
和
党
の
こ
の
主
張
に
抵
抗
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
り
l
ド
議
員
を
含
む
ほ
と
ん

ど
の
東
部
州
選
出
の
共
和
党
議
員
は
、
ロ
ッ
ジ
議
員
の
提
案
に
納
得
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
一
回
目
の
審
磁
開
会
直
覆
に
外
受
に
詳
し
い
ロ
ッ
ジ
外
受
委
員
長
が
、
ま
ず
1

埴
原
害
情
」
の
内
容
を
一
謹
貧
す
る
演
説

を
行
い
、
他
の
共
和
党
議
員
は
一
斉
に
そ
れ
に
続
く
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
反
対
票
を
投
じ
た
囚
人
と
棄

権
し
た
数
名
の
共
和
党
観
員
を
除
き
、
み
ん
な
そ
の
シ
ナ
リ
オ
に
素
直
に
従
っ
た
。
つ
ま
り
、
党
の
結
束
と
議
員
自
ら
の
再
選
が
危
険

に
さ
ら
さ
れ
た
瞬
間
、
政
治
的
な
代
償
が
最
も
少
な
か
っ
た
日
本
人
移
民
問
題
の
カ
ド
が
事
惣
の
打
開
花
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と

の
よ
う
に
、
日
本
側
か
ら
見
れ
ば
合
理
性
に
欠
け
る
議
会
の
行
動
も
実
怯
直
商
し
て
い
る
圏
内
政
治
問
題
に
極
め
て
合
理
的
に
対
処

し
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
圏
内
政
治
が
死
語
的
に
重
要
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
国
際
関
係
が
犠
牲
に
供
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
措
置
の
発
動
左
し
て
日
本
人
移
民
の
排
斥
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
じ
寸
排
日
移
民
法
し
に
闘
す
る
多
く
の
研
究
は
、
上
院
で
の
日
本
人
移
民
の
排
斥
を
決
定
づ
凶
り
た
最
大
の
責
任
は
、
檀
原
大
使
自
身
に

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
乙
の
歴
史
解
釈
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
叫
。
埴
原
大
使
の
書
簡
が
、
臨
会
に
よ
っ
て
あ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る
こ
左
は
、
公
平
に
見
て
予
測
不
可
能
で
あ
っ
た
。
「
埴
原
書
簡
し
の
な
か
に
「
重
大
な
る
結
果
L

と
い
う
字
句
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

一一層

ロ
ッ
ジ
議
員
に
よ
っ
て
別
の
理
闘
が
発
掘
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
。
第
六
八
連
邦
議
会
が
開
会
し
た
時
点
で
西
部
諸

州
の
議
員
を
含
む
排
日
諸
勢
カ
は
、
日
本
人
移
民
の
排
斥
を
断
園
と
し
て
達
成
す
る
意
志
を
闘
め
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
二
四
年
に
、

深
刻
な
圏
内
政
治
の
必
要
か
ら
、
寸
排
日
」
を
め
ぐ
る
歴
史
の
歯
車
が
努
い
よ
く
動
き
出
す
こ
と
に
な
り
、
埴
扉
大
使
は
そ
の
時
点
で
は

XlVI 

も
う
そ
れ
を
止
め
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

誌薙

埴
原
大
使
は
米
国
議
会
で
の
事
件
後
、
そ
の
貧
巨
を
負
う
影
で
一
九
二
四
年
-
一
一
月
に
大
使
職
を
辞
任
し
、

市嵐

官
し
て
い
る
@
そ
の
後
彼
は
、
一
切
の
官
臓
を
断
り
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
た
だ
一
度
し
か
触
れ
な
か
っ
た
e

ぞ
れ
は
、

-
九
三
口
年
五
月
二
三
日
に
、
キ
ヤ
ツ
ス
ル
(
司
自

E
E
m
n
a苦
)
駐
米
大
使
の
磁
任
の
際
に
行
わ
れ
た
、
日
米
協
会
主
催
の
送
別

会
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
と
で
の
銀
拶
の
な
か
で
、
埴
原
元
駐
米
大
使
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

一
九
一
一
七
年
に
待
命
退

学法戸神

寸
日
本
人
は
、
あ
の
事
件
に
関
し
て
ま
だ
屈
辱
感
を
抱
い
て
い
る
B

そ
し
て
そ
の
屈
辱
感
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
傷
は
、
癒
き
れ

な
い
か
ぎ
り
絶
対
に
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
乙
の
よ
う
に
損
な
わ
れ
た
友
情
は
、
き
ち
ん
ど
治
療
し
合
防
れ
ば
、
再
ぴ
芽
生
え

一一彦

る
こ
レ
」
は
一
夜
い
。
L

こ
の
よ
う
に
、
事
件
か
ら
六
年
が
経
過
し
て
い
て
も
、

傷
』ま

ア
メ
リ
カ
と
の
協
調
関
係
を
重
視
し
て
い
た
知
米
派
の
埴
原
一
元
一
大
使
の
心
の

ま
だ
癒
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
と
の
送
別
会
の
四
年
後
、
植
原
元
大
使
は
、
寸
埴
原
書
簡
」
事
件
が
回
米
関
係
に
与
え
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一
方
、
埴
原
主
直
の
人
生
に
「
重
大
な
る
結
果
」
を
及
ぽ
し
た
張
本
人
の
ロ
ッ
ジ
議
員
は
、
-
排
日
移
民
法
L

が
施
存
き
れ
て
か
ら
わ

き

ず
か
五
ヶ
月
後
の
一
九
二
四
年
一
一
月
九
日
に
、
そ
の
畏
い
生
豆
墜
を
閉
じ
て
い
る
。
=
二
年
に
わ
た
る
連
邦
上
院
議
員
生
活
の
な
か
で
、

こ
の
「
植
亘
書
簡
」
に
対
す
る
演
説
が
、
ロ
ヅ
ジ
の
議
員
と
し
て
の
最
後
の
犬
き
な
働
き
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
自
身

が
ロ
ー
ズ
グ
エ
ル
ト
元
大
統
領
と
と
も
に
考
案
し
た
一
九
O
八
年
の
「
日
米
紳
士
協
定
」
を
葬
っ
た
の
で
あ
る
。

一

-h-

寸
排
日
移
民
法
」
の
成
立
を
知
ら
さ
れ
た
ル
l
t
(偉
い
言
問
。
。
乙
一
一
元
国
務
長
官
は
、
涙
を
流
し
て
償
っ
た
と
い
ラ
が
ロ
ッ
ジ
議

員
の
行
動
は
た
だ
「
日
米
締
土
協
定
し
を
死
滅
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
計
り
知
れ
な
い
影
容
を
日
米
関
係
に
及
ぼ
し
た
。
ル
ト
の
涙

は
、
こ
の
よ
う
な
結
架
が
、
日
米
関
係
に
も
た
ら
ず
で
あ
ろ
う
、
本
当
の
「
重
大
な
る
結
果
」
を
予
感
し
て
の
摂
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

註

1 

一九
O
六
年
に
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
起
き
た
『
学
童
隔
雄
事
件
」
除
、
外
交
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
日
米
間
巨
お
砂
る
憲
初
の
排

日
事
件
で
あ
り
、
筆
者
は
そ
れ
を
排
周
遷
動
の
原
点
と
位
置
づ
材
て
い
る
。
詳
細
は
、
掛
積
三
九
O
六
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
学
童
隔
離

事
件
記
回
米
関
係
排
日
運
動
の
原
点

L

法
学
致
治
学
街
『
六
甲
台
論
集
』
図

(
第
一
号
、

-
九
九
六
年
、

一
九
一
三
九

E

M

[

凶
旨
]
足
習
志
向
。
4

日
句
民
営
母
γipzBEBmmagEHmaっ

rszszω
あ
切
他
国
日
。
除
戸
両

U
E司、
g耳
語
E
q
a
E
t
o話
回
忌
箆
国
四
月
-wo--mq

こ
の
移
民
法
の
正
式
名
は
「
一
九
二
四
年
米
国
彦
民
法
」
(
宮

E
一q
E
E
〉
η
仲
良
区
立
)

2 

円

h
R
H
昌
弘
首
件
。
吋
宮
司
封
切
切
り
6
主同

(KMUロ
白
区
戸
怠
色

間

で
あ
る
が
、

一
般
的
に
は
、
1

出
身
国
別

s 



500 山誌雑学法戸御

比
例
制
限
法
二

E
E
E
P害
防
骨
量
E
)、
ま
た
同
弘
、
五
日
移
民
法
』
〈

i
F
E
S
F昔
52bR)
の
通
称
で
知
ら
れ
て

い
る
a

本
稿
で
降
、
閉
移
民
法
の
「
排
日
条
項
」
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
論
じ
る
た
め
、
後
者
の
「
排
日
移
民
法
」
と
い
う
名
稔
で
統
一

す
る

4 
) 

何
誌
常

E
己
E
m
r
h
S
P
R針。、
3
8ま
弘
治
吋
同
封
鳥
、
吉
弘
治
勢
望
書
足
。
誌
宮
廷

S

E
宰
追
認
書
丸
普
段
ぎ
車
母
、
、
、
官
送
車

即
急
百

sg(回
旬

-EZgaN)MUMP伊
ダ
ニ
エ
ル
ズ
い
わ
〈
、
と
の
「
ア
メ
リ
カ
成
功
物
語
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
り
る
多
く
の
成
功

物
語
と
同
様
に
、
口
の
な
か
に
普
い
味
を
多
分
に
残
す
L

も
の
で
あ
っ
た
.

同
自
E
E伺

s
z
g〉
民
p
h
H
@
N
r
ぉ
ωg"
切
(
冨
週
巴

Z
N
H〕

5 

米
山
桂
三
・
松
井
洋
一

ー
ア
メ
リ
カ
の
対
外
人
種
扮
食
L

慶
慮
義
璽

大
学
地
域
研
究
グ
ル
ー
プ
銅
『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
珍
策
』
(
虜
轟
研
究
所
出
版
会
、

一
九
七
一
年
)
、

二
一
七
一
一
一
一
O
頁
も
参
照
。
な
お
、

同
法
は
別
匂
1

緊
急
移
民
制
限
法
案
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
・

6 

な
お
、
「
一
九
一
一
二
年
米
国
移
民
法
L

を
二
年
間
延
長
し
た
の
が
ユ
九
二
二
年
米
国
移
民
法
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
有
効
期
限
の

規
定
を
除
君
、
前
者
左
の
格
遣
は
ほ
と
ん
ど
な
い
・
目
関
邑
明
“
邑
g
h
p
a
a
旨

E
お
∞
Z
F
Z
O
(富山者

=
L白
隠
)
詳
細
は
、
附
属

香
第
一

o-一
号
、
ー
ク
方
l
タ
法
』
、
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
l
l
対
米
移
民
問
題
経
遍
概
要
附
属
書
』
〔
以
宇
『
附
属
沓
』
左
略
記
〕

(
大
豆
町
州
第
二
十
六
冊
、

一
九
七
三
年
)
、
六
九
九
七
O
一
五
頁
を
参
照
.

7 

こ
れ
に
対
し
、
先
に
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
北
・
西
欧
系
の
移
民
は
「
旧
移
民
」

S
E
吉
田
岡
句
自
己
と
称
さ
れ
、
後
か
ら
来
た
1
新

移
民
L

よ
り
も
優
れ
、
よ
り
1

好
ま
し
い
L

移
民
で
あ
る
と
さ
れ
た
.

8 

〈
下
院
V

ハ
上
院
V

第
六
七
韻
会
こ
を
一
一
一
色
一
三

第
六
八
誠
会
二
九
三
一
主
宰

? 

D
l三
七

R

三

O
一

主
九

R 

五

D
l
ニO
孟

R 

豆

D
四
三

(
中
間
選
挙
後
)

R
H
共
和
党

D
H
民
主
党
]



一九二四年米国移貝法の成立通醤 『橿原書簡」とr排日移民法」開 l
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以
下
は
、
民
主
党
の
逮
邦
議
員
に
よ
っ
て
立
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
・

国
同
ω
H
S
ア
ラ
パ
マ
州
選
出
ス
テ
ィ
ガ
ー
ル
E
B
々
回
切
言
諸
色
)
下
院
議
員
、
国
関
ω
S
N
オ
レ
ゴ
ン
州
選
出
ワ
ト
キ
ン
ズ
(
白
骨
8

4
a
E
a
v
下
腕
組
由
民
1

周
回
怠
窓
ミ
ズ
1
リ
州
選
出
ロ
ム
ダ
ユ
〈
玄
誇
g
h
r
倒
。
且
一
億
邑
下
降
議
員
i

国
M
g
S
ミ
シ
シ
ッ
ピ

州
選
出
ウ
ィ
ル
ソ
ン
〔
封
。
g
a
d
司
d
E
g
巴
下
渉
議
貧
困
同
富
也
ア
1
カ
ン
ソ
i
州
選
出
パ
ー
ク
ス
(
吋
一
】
吾
首
凶
F
H
S
)
下

院
議
角
Z
F
g
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
選
出
ハ
リ
ス
ヨ
臣
官
』
E
H
g
)
上
院
縁
『
な
お
、
こ
れ
ら
の
法
案
が
規
定
し
て
い
た

移
民
の
入
国
家
止
期
間
隊
、
短
い
も
の
で
五
年
、
長
い
も
の
で
は
十
年
に
も
及
ん
だ
自
門
司
国
d
R廿
5
8
S
ド
健
診
宮
益
処
同
E
6
q
ミ

10 

み
言
、
品
S
a
宮
曇
世
話
量
這
ド
禽
徐
食
思
議
N
諸
事
h
p
a
宿
区
宮
宣
明
F
H
P
H
由
自
)
ロ
H
g

こ
れ
ほ

1

植
原
書
簡
」
の
な
か
に
も
・
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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R凶一昆丙昆苦両旨。冨語

。昆町z。善R量EET九ε[Ph昆E件g正m包】符E細
E
華
色
吋
酎
宮
ゆ
山
冨
闘
8
旬
堅
砲
猪
〉
旨
E
a
邑
言
(
自
詞
g
d
向
巴
g
号拘

ω
R
句
"
冨
与
え
ω
S
F
h
S
E
昌
一

S
M
P
苫
戸
主
旬
、
戸
宏
ω
g
自
民
尚
昆
m
込書提
W
U
8
間
百
首
Z崎
ω
釘
宮
工
E
認
湯
河
。
h
a寺
崎

epp時
司
ミ
吋
椅
謡
均
喜
志
去
命
、
青
円
さ
き
え

包
賓
罫
h
も
や
が
4
己
回
(
者
E
E
回
向
同
g
u
F
Z
S
)

ヨ
ω
芯
図
司
g
崎膏
z
a
g
N
M
R
b判

詳
細
除
、
同
届
R
詑
毘
芭
9
8
2
F
M
M
也
扇
町
ム
留
を
参
照
E

有
賀
貞
『
緋
臼
問
題
と
白
米
関
福
『
祖
原
書
簡
』
を
中
ω
に

|
L
入
江
昭
宜
賀
貢
編
『
戦
同
期
の
日
本
外
交
』
〈
東
京
大
学
出

版
会
、

11 

一
九
八
周
年
)
七
六
買
@



'" 四詑組学法戸神

13 

な
お
、
こ
の
問
題
に
闘
す
る
多
〈
の
日
本
語
文
献
で
は
、

d
a
g
s
E
W白
書
事
同
0
2
U
H
E
u
sと
い
う
語
勾
を
「
帰
化
不
能
外
国
人
L

-
と
訳
し
て
い
る
.
こ
れ
は
、
日
本
政
府
の
外
交
文
書
の
な
か
で
こ
の
よ
う
に
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
左
恩
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か

正
誤
釈
で
あ
る
た
め
、
本
績
で
は
1

帰
化
資
格
の
な
い
外
国
人
L

と
い
う
一
語
句
を
用
い
る
。

14 
V 

国
i
m
M
g一】
O宮
ω
8
2富
島
「
)
』
国
一

m
H
O
M
L
O也一切
ω
M
M
E
r
a〈
E
阻む

ω
ω
U
F
a嘗
A
Z
包
旦

〔
以
下
、
『
経
過
榎
要
』
と
略
記
〕
(
大
正
期
第
三
十
四
冊
、

外
務
省
緬
『
日
本
外
交
文
書

一
九
七
二
年
、
七
三
八
l
七
四
ニ
貢
a

15 

一
八
八
二
年
の
「
中
国
人
移
民
排
斥
法
」

(
E
E防
8
伊

E
E
a
g
〉
邑
そ
の
他
の
東
洋
人
移
漢
は
、
二
九
一
七

年
米
国
移
民
法
」
(
別
名
工
ア
ジ
ア
人
禁
止
地
帝
法
』

F
E
C
L
E且
F
E
h
p
E
)
に
よ
っ
て
米
園
よ
り
す
で
に
俳
斥
さ
れ
て
い
た
.

。
反
容
弱
タ
ロ
日
刊
戸
、

MOOCmw
見
回
宣
言
自
ぴ
R
ロ

gNM)

詳
細
は
、

mNWヨ
雲
単
品

F
m
g邑
p
z
m童
話

H
a値
目
旨
ヨ
u
n
g
a
p防

】
苦
悩
ロ
回
R
O
s
a
R
g
r
吋
ぜ
、
室
主
語

E
w
a
h
晶、

ha常
幸
弘
香
芝

h
a
E
2
5
5
8
白

ω闘
を
参
照
。

三
谷
太
-
郎
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ワ
シ
シ
ト
ン
体
制
一
九
一
五
一
九
三
一
O
」
細
谷
千
情
編
『
日
米
関
係
通
史
』
(
東
尽
大
学
出
版

中
園
人
移
民
ほ
、

16 17 

会

一
九
九
五
年
て
九
九
l
一
O
己
責
・

18 

問
。
島
田
脳
出
到
円
咽
M
g
b
N
r
b宮
漏
話
号
着
。
、
処
S
Q
S
S
S醤霊
ω
与
、
e
s送
ミ
(
【

U関
dσヨ島
m
p
z
a
m
r
戸@ω
色、

HVF
区

別
但
河
台
宵
有
賀
、
七
五

l
七
六
頁
・

19 20 

同
》
凶
己
「

RM幅
yap-MUFHuf

甫
部
州
か
ら
の
議
員
の
な
か
で
も
、
特
に
テ
キ
サ
ス
州
選
出
の
民
主
党
下
院
議
員
ポ
ウ
ク
ス

選
出
の
共
和
党
下
院
議
員
テ
イ
ラ
ー

C
船
旨

2
4司、同一回三
R}
は
、
同
本
人
移
民
の
俳
斥
を
強
硬
に
主
張
し
て
い
た
・

前
掲
曹
、
有
賀
、
七
六
買
。
サ
ヴ
ァ
ス
連
邦
下
駐
議
員
に
関
し
て
は
、
同
州
。
Z
R
〉
:

出
ErNb司

2
0遣
問
事
F
H
8
3
目VHa
を
参
照
@

外
務
省
百
隼
史
編
纂
委
員
一
会
絹
『
外
務
省
の
百
年
(
上
)
』
{
原
書
房
、

c
o
v固
め
因
。
関
〉
、

お
よ
び
テ
ネ
シ
ー
州

21 

P
S
R
v
b
2
3
5
雪
芝
常
活
写
a
h
Z
3

22 

一
九
六
九
年
}

八
七
四
賞
。
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23 

飯
野
正
予
『
米
国
に
お
け
る
排
日
運
動
と
一
九
三
四
年
移
民
話
制
定
過
程
」
『
諸
国
塾
大
学
紀
要
』

一
O
ご
九
七
八
年
)

六
E号

24 

『
経
過
続
要
』
、
七
四
回

l
七
回
八
買
。

25 
) 

附
属
書
第
一

O
七
号
、

-
月
}
五
目
附
国
務
長
官
巳
三

l
ズ
」
宛
埴
原
大
使
覚
脅
、
『
附
肩
書
L

七
三
九
七
四
三
耳
『
経
過
概

冨

RH窓
口

g
E
R臣
叶

Z

V官
E
S
阿

E
g
m
m
q
g
F宮
司
件
当

s
h
a
m
E
F
月
三
「
吋
ロ
ι

一定明、同宗

ω

要
へ
七
四
八
l
七
主
三
頁
。

M

句
同
口
切
り
司

ωω-a吋

な
お

一
月
七
日
に
第
ニ
次
山
本
内
閣
に
代
わ
っ
て
糟
滴
内
閣
が
誕
生
し
、
新
外
様
犬
匿
に
は
総
#
敬
四
部
が
起
用
さ
れ
た
@

26 
) 

前
持
議
、
有
賀
、
七
六
頁
。

な
お
、
埴
原
犬
使
は
閥
周
後
の
-
月
一
九
日
に
、

ヒ
ュ
ー
ズ
圃
務
長
官
左
=
一
度
目
の
閉
会
を
行
っ
て
い
る
@
『
緩
逼
概
要
』
七
五
三
七

五
四
頁
を
参
照
.

21 

悶
初

o
g
s
一
三
P
R
m
8
P
H
a
-
g
n
o
b陶
L
照
援

詳
細
は
、
附
鷹
番
第
一

O
四
号
、
ー
ゾ
ヨ
ン
ソ
ン
」
移
畏
法
案
、
『
附
属
寄
ぺ

七
O
六
七
三
五
買
を
参
照
.

" 
一
九
一
一
周
年
一
月
-
六
日
(
章
、
在
米
国
雇
原
大
使
ヨ
り
松
井
外
務
大
雇
宛
(
電
線
、
下
院
移
民
帰
化
委
員
会
ク
ォ
l
タ
一
一
関
シ
書

ノ
件
、
外
海
省
編
司
日
本
外
交
文
書
l
l
大
正
一
三
年
第
二
世
〔
以
下
、
司
日
本
外
交
文
省
』
と
略
記
〕
(
犬
正
期
第
四
十
冊

九
七

年
、

'! 

な
お
、
同
移
民
法
案
の
採
用
に
反
対
し
た
の
は
、
サ
ヴ
プ
ス
、
デ
イ
ツ
ク
ス
タ
イ
ン
、
お
よ
び
ベ
ー
コ
ン
の
三
議
員
の
み
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は

-
八
九

O
年
の
国
勢
調
査
を
周
い
る
こ
L
ζ

に
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
フ
て
、
岡
本
人
移
民
の
排
斥
に
関
し
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な

ぃ
.
3昇
局
、
急
s
p
ロ

29 

旬。

E
‘
ミ
拘
也
富
霊
言
説
ぜ
9
2
F
E拘

H
g舗あ
T

掬
長

vS4
足

S
M湖
沼

ω1p

30 

間， 
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31 

日
本
人
移
民
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
人
が
抱
い
て
い
た
、
「
不
同
化

F
の
イ
メ
ー
ジ
の
根
源
に
関
す
る
研
挺
は
、
麻
図
貞
雄
『
両
大
輸
相
関

-
九
九
三
年
て
二
七
八
二
八
一
一
員
を
参
照
。

の
日
米
関
係
l
l
海
軍
と
政
策
決
定
過
程
』
(
東
京
大
学
出
版
会

32 

E
己
舎
内
符

MMH-

-
九
二
四
年
二
月
一
一
O
日
(
着
て
在
米
国
壇
原
大
使
ヨ
リ
訟
井
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
ハ
白
米
通
商
航
海
条
約
一
一
抵

触
シ
岡
本
人
入
国
渠

ι
条
項
ハ
白
米
親
善
関
係
ヲ
阻
害
ス
ト
ノ
ヒ
温

l
ズ
ノ
意
見
ヱ
付
キ
報
告
ノ
件
、
お
よ
び
、
悶
ペ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
移
民
法

案
ハ
日
米
通
商
航
海
条
約
一
一
抵
触
、
yam化
不
能
外
国
人
条
項
ハ
対
日
関
係
上
面
白
カ
ラ
ズ
ト
ス
ル
園
都
畏
官
ヨ
リ
ジ
ョ
ン
ソ
ン
下
院
移
民
委

員
長
宛
書
面
ノ
内
容
一
一
付
キ
報
告
ノ
件
、
『
日
本
外
交
文
・
h

六

九

貢
e

ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
の
書
簡
に
は
、
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
法
案
』
が
新
移
民
の
入
国
を
著
し
く
制
限
す
る
た
め
、
イ
タ
リ
ア
ど
ル
マ

33 

な
お、

一
一
ア
政
府
か
ら
も
強
い
反
発
が
予
想
さ
れ
る
回
目
が
記
さ
れ
て
お
り
、
議
員
区
間
法
案
を
修
正
す
る
よ
う
訴
え
て
い
る
・

-a聞の金支
は
、

守
容
ヨ
震
き
ま
向
。
g
主
司
白
骨

g
h
e
S
習

S
件
句
、
司
怠
‘
附
露
、
出
E
〈一Z
0
4
司J
町
S
F
Z
M旬)一切
U
5
0
広
島
に
掲
議
固
日
本
語
訳
防
除
、
『
経

過
値
観
要
』
、
七
五
六
七
七
一
を
参
願
e

" ) 

前
掲
謡
、
有
賀
七
七
頁
。

N
h
s
g
m弐
均

e
s
a忌
耳
目
v
a
m
n
S
F
E段
尚
一
均
命
令
eミ
害
匂
昌
司
呂

35 

E
E
 

36 

『
経
遍
概
要
¥
七
笠
岡
七
五
六
頁
@

問
問
吋
句
読
書
吾
困
層
8
F
ω
雪

s
p
a
-
H招
U
F

'" 
同
右
、
七
七
七
七
八
二
頁
B

38 

F
E
r
e
a
F
旬
お

'" 
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
〉
包
可
問
看

mrbzm均
一
日
新
情
、
吉
弘
正
岳
町
注
町
戸
川
ぎ
ト
$
』
容
す
S
A
E
ぎ
ミ
段
営
ミ
室
、
鈴
毛
筆

P
事
S
P宮崎町
R
S
認

(Fd廻
吋

R
F
】

umm)
を
参
照
。
ク
リ
ッ
ク
は

ua邑
仏
開
廷
仏
γ

。
》
。
氏
s
-
z
o
g
s
p
骨
呂
町
安
量

3
婦
乱
号
乏

(zn44ka-KH83
を
参
照
。
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'" 
前
掲
・
、
隊
図
、
主
主
霊
園
頁
巴

一
八
八
二
年
の
『
中
国
人
移
民
排
斥
法
L

の
成
立
を
見
た
ア
サ
1
(由
民
持
何
時
〉
〉
ユ

ve豆
大
首
領
は
、

a
N
I
フ
ィ
ー
ル
ド

Q
R話
ω
P。
且

Maa)
大
統
領
が
任
期
議
中
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、
副
大
統
領
か
ら
の
突
然
の
昇
請
で
あ
っ
た
a

こ
の
と
主
か
ら
も
、

前
犬
統
領
の
残
り
の
任
期
を
務
め
る
大
統
領
の
逮
邦
畿
会
に
対
す
る
影
響
力
は
、
亡
く
な
っ
た
大
統
領
と
比
厳
し
て
低
予
し
て
お
り
、
法
案

な
お

の
立
法
を
阻
止
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
乙
と
が
幽
現
わ
れ
る
0

1

中
国
人
移
民
排
斥
法
」
に
関
し
て
は
貨
盆
嘉
之
「
『
帰
化
不
能
外
国

人
』
の
創
造
|
一
八
八
一
正
排
議
移
民
法
制
定
過
程
l
l
L
ア
メ
リ
カ
童
福
『
ア
メ
リ
カ
研
究
』
二
九
二
九
九
五
年
)
、

七

干

一
九
六
買
を
参
照
・

" 
一
九
二
四
年
玄
月
七
回
(
着
て
在
米
国
埴
原
大
使
ヨ
リ
松
井
外
政
智
大
匡
宛
(
電
報
て
帰
化
不
能
外
国
人
条
項
-
一
但
書
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
及

42 

ピ
右
妥
協
案
ヲ
メ
グ
ル
大
統
領
ト
議
会
ト
ノ
応
酬
一
一
付
キ
報
告
ノ
件
、
『
日
本
外
交
文
書
』
、
八
豆
!
八
六
百
吋

附
属
書
第
一

O
六
号
、
『
経
過
概
要
』
、
七
回
ニ
l
七
周
囲
頁
・

E
H
B
図。

2川
崎
冊
。
沼
健
片
岡

oaE
存
在
=
=
宮
)

NMW隠
RVLMbω
匂

Q
内
需
MhGO-w
崎一
H
也
吋
H

Y
同

U
N
N
e

" 

出
国
旬
。
自
民
O
民
謡
、
F
p
m
g
r
h
富
ま
さ
助
言
義
援
恥

E
芯
官
、

sg円

.. 
前
掲
書
、
麻
図
、
三
O
六
頁
。

" 46 

冨

m
E
P冨
脚
色
出
ロ
司

a
g
E
S
Z
m
m
M
V
関
正
明
宮

q
g
口
一
お

Ne

d
F昏
百
円
何
回
否
罰

HVRυ

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
三
ユ
ヲ
ク
・
タ
イ
ム
ズ
工
詩
さ
吋
主
計
還
邑
、
『
ヱ
ュ

l
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
』
宕

S
F捗

旬、

sbg、
『
ヱ
ュ
ヨ
ク
-
ト
り
ピ
ュ

l
ン』

C

S
弓

M
S
t
e

吋
満
宮
怠
色
、
『
ボ
ル
チ
そ
ア
・
サ
ン
』

Qrbp着
。
羽
釘
宮
芝
、
『
シ
カ
ゴ

二
ア
イ
リ
ニ
ュ
ー
ス
工

E
B
m
6
P芝、

bqg)、
『
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
ユ
ニ
オ
ン
』
(
智
益
還
さ

e
g
g
a
)、
そ
し
て
『
ロ
サ
シ
ぜ

ル
ス
タ
イ
ム
ズ
』
(
『
防
除
却
窓
会

5
3
3
a
)
な
ど
が
あ
っ
た

.
E
gロ
a
p弓
向
関
誌
の
ゆ

Z開
仲
間

MU胃

a
a
B
E
S問
自
民
同
局
宮
口
町
長
弓
え

F
品吋

g

宮
O
M
N
S
J
S】

e
h
g言
語
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、
言
。
S
E
E
S
K
♀
暴
言
(
2
2
5
F
5
3
h
H
8

『
経
過
視
要
』
、
八
五
六

l
八
六
二
頁
、

お
よ
び
『
日
本
外
交
文
書
へ

ニ
七
九
1
二
八
三
も
参
照
。

47 

k
z
q
b哲
乱

E
Z
Z
E
C

そ
の
他
に
も
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
プ

νテ
イ
シ
』
(
監
事
同
議

5
5
F
S普
)
や

3
1
Eフ
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っ
た
た
ゐ
、
共
和
党
へ
の
忠
誠
度
は
低
か
っ
た
。
な
お
、
彼
は
一
九
二
四
隼
の
犬
統
領
選
撃
の
隊
、
強
立
候
補
と
し
て
出
馬
し
て
い
る
・

Jl1 
) 

ロ
ッ
ジ
議
員
が
、
日
本
人
移
民
を
排
斥
し
た
が
っ
て
い
た
理
由
は
、
後
の
百
本
復
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
@
ロ
ッ
ジ
議
員
の
対
日
寸
信
感

は、

一
九
世
担
木
の
ハ
ワ
イ
併
合
間
届
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
砂
る
日
本
人
移
民
問
題
に
欄
る
根
深
い
も
の
で
あ
り
、
彼
は
日
本
を
「
東

洋
の
プ
ロ
シ
ア
L

と
呼
ん
で
い
た
.
き
ら
に
、

ロ
ッ
ジ
の
持
論
に
よ
る
と
、
ー
中
国
文
化
は
同
本
よ
り
は
る
か
に
卓
越
し
て
お
り
、
西
洋
文

明
の
導
入
以
前
は
、
日
本
文
化
は
全
て
中
園
か
ら
の
借
り
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た

J
従
っ
て
、
日
本
人
砂
民
が
「
排
日
移
民
法
L

に
よ
っ
て

中
国
人
移
民
と
閣
列
に
置
か
れ
る
の
を
屈
辱
的
と
し
て
償
撤
す
る
の
は
、
全
く
根
拠
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
、
日
本
人
移
民
の
排
斥

を
愉
快
に
さ
え
感
ロ
て
い
た
の
で
あ
る
。
麻
困
貞
雄
1

ア
メ
リ
カ
の
対
日
観
と
『
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
』
」
固
本
国
際
政
治
学
会
編
『
周
際
政

-
九
六
六
年
v
、
四
四
、
四
九
頁

.
r
E
B
E色町内
g
M
2
8
E
F
R
r
s
s
h
N
m
F
Z
N
F

F
環
器
角
川
町
民

g
q
n
ド
&
胃
L
E膏
凶
弓
え

p
a
s
u
r
d司自
z
a
gロ
ロ

P

治
l
l
日
米
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
』
(
有
斐
閥
ー

F
a向
。
"
。
同
一
回
翼
民
一
一
刊
誌
(
〉
司
一
一
】

NPH凶商品)

1. 

前
掲
書
、
北
岡
、
九
三
賀
.

ヒ
ュ
ー
ズ
国
務
長
官
は
、
書
簡
の
写
し
を
議
会
に
送
付
す
る
前
に
一
度
「
坦
語
禽
昼
間
」
に
目
を
適
し
て
お
り
、
も
し
「
重
大
な
る
結
果
」

が
、
「
開
議
さ
れ
た
脅
迫
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
少
し
で
も
あ
っ
た
な
ら
、
外
交
に
熱
鯨
し
て
凶
た
ヒ
ュ
ー
ズ
は
篇
路
せ
ず
、
壇

原
大
使
に
そ
の
i

字
句
の
削
除
を
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ズ
国
務
長
官
マ
ク
マ
レ
1
極
東
部
長
、
お
よ
び
ウ
ツ
ヅ
(
の
司

g
開

d
g
a包
駐
日
大
使
の
=
一
人
は
、

ロ
ッ
ジ
議
員
の
主
張
隊
、
理
解
に
苦
し
む
と
い
う
発
曾
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
隊
無
理
も
な
い
と
と
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
・

1. 

脈
問
除
、
「
そ
の
責
任
〔
『
排
日
移
民
法
L

の
成
立
|
引
用
者
注
〕
は
、
い
っ
た
い
ど
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
・
ま
ず
翁
一
に
埴
康
大
使

で
あ
る
J

と
述
ぺ
て
い
る
・
前
掲
書
、
麻
町
二
九
九
三
一
年
I
)

、
三
O
七
頁
。
そ
の
他
に
も
、
伊
歯
周
一
男
や
ポ
ー
ル
な
ど
の
歴
史
家
も
、
植

原
大
使
の
寅
話
を
指
摘
し
て
い
る

F
N画
。
吉
一
伊
語
、
歯
車

e
q
ミ
ヤ
苦
宮
崎
、
語
通
常
語
喜

S
弓
ミ
診
除
草

Z
d
F
Z
B
S

印
骨
付
伎

8
2易
g
a
g
s
-
B』
ogω
の
m
g
a
G
S草
rpH63)る

N
H
r
E丘「
8
2
F
四
昏
な
お
、
有
賀
や
ダ
ニ
エ
ル
ズ
は
、
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瑚

『
緋
目
移
民
法
L

の
成
立
の
責
任
は
ヒ
ュ
ズ
国
務
長
官
忙
あ
る
L

と
し
て
い
る
。
前
掲
省
、
有
賞
、
九
-
買

-
u
g
i
o
k
e
g
p
M
V
H
E

U
3
5信
凶

1
遺
志
氏

具
体
的
な
根
泌
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
歴
史
家
の
ニ
ュ
ー
も
同
様
な
見
解
宝
粛
し
て
い
る
・

nEN--a

F
S華
民
芝
、
叶
管
内
詮
答
品
包

g
a
s
h
b昔話

2
2
J町
向
討
芯
昌
弘

S
P

吉
国
忠
雄
『
排
白
移
民
訟
の
軌
跡
』
(
経
済
往
柔
社
ぺ

問

z 
E 

15l 

一
九
九
O
年
、
ニ

O
六
買
。

" ) 

-九一ニ

O
年
五
月
三
回
目
{
発
)
、
在
米
国
出
淵
大
吏
よ
り
幣
原
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)
、
ジ
ョ
ン
ヅ
ン
下
院
移
民
委
員
長
に
よ
る
移
民
法

15l 

修
正
の
声
明
、
『
日
本
外
交
文
書
』
〈
昭
和
銅
E
、
第
一
一
部
、
第
四
巻
、

ニOi六
頁
。

一
三
五
買
。

-
九
九
一
年
て

諸
問
掲
寄
盲
目
、

m 
) 

な
お
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
植
原
正
直
に
関
す
る
研
究
陪
存
在
し
な
い
a

植
原
を
扱
う
文
献
も
、
報
知
新
聞
社
編
『
新
入
国
記
名

士
の
少
年
時
代
中
部
篇
』
(
平
凡
社
ぺ

-

4

ん=一
O
牟〕

の
一
冊
し
か
な
く
、
ぞ
れ
も
一

O
貢
に
覆
っ
て
、
彼
の
少
与
掬
を
追
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
・

ζ

の
よ
う
に
、
壇
原
の
研
発
の
余
地
院
大
い
w
L
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
.

1罰

ロ
g-a凶
也

aFMVHeω

五
百
銀
頭
哀
『
ス
チ
ム
ソ
ン
と
逗
代
日
本
L

諸
木
正
道
先
生
易
祝
賀
益
集
刊
行
委
員
会
編
『
現
代
世
界
と
政
治
』
(
世
界
思
想
賞

九
八
八
年
}
四
九
五
四
九
六
買
。
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